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本市では、市民一人ひとりがその人らしい心豊か

で健やかな生活ができるまちづくりを目指し、平成

22年度から平成 26年度までと、平成 27年度から

令和 5年度までの二次にわたり、健康増進計画を策

定し、各種施策を進めてまいりました。 

近年の社会情勢においては、急速な少子高齢化と

ともに、生活習慣病の悪化や要介護者の増加に加え、

新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限な

ど、これまでの生活様式が変化したことで、心身の健

康への影響が懸念されております。 

このような状況を踏まえ、現計画の達成状況について評価・見直しを行い、健康寿命

延伸に向けた健康づくりと、健康づくりに重要な食育及びこころの健康の各課題を解決

していくため、「第三次田村市健康増進計画・田村市食育推進計画・第２次田村市いの

ちを支える計画」を策定し、「個人の力と社会の力を合わせて、市民一人ひとりの健康を

実現する」スローガンのもと、これまでの健康づくり、食育、自殺対策に関する取り組みと

の連続性及び整合性を図りながら、生活習慣の改善を重視した実効性のある健康づく

りを推進してまいります。 

計画の推進にあたっては、市民一人ひとりが積極的に健康づくりに取り組むことがで

きるよう、家庭、学校、職場、地域、行政が、協働して取り組む環境整備が重要と考えて

おりますので、自分の健康に関心を持ち、家族や地域ぐるみでの健康づくりが実施され

るよう、市民の皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

終わりに、本計画策定にあたりご尽力いただきました、田村市健康づくり推進協議会

の委員の皆様、アンケート調査にご協力いただきました市民の皆様に心から感謝申し上

げます。 

 

 

令和６年３月 

田村市長  白石 高司  
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第１章 

計画策定の基本的な考え方 

１．計画の背景と趣旨 

（１）計画策定の背景 

日本は、世界でも有数の長寿国となりましたが、その一方で出生数の急激な減少に伴い、少子高

齢化が進んでいます。また、食事や生活習慣の変化等により、がん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病な

どの生活習慣病や高齢化による認知機能、身体機能の低下から起こる要介護者の増加、経済問題

や人間関係を含めた深刻なストレスなどから引き起こされるこころの問題など、健康課題も多様化

しています。 

さらに、令和２(2020)年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、外出自粛の長期化

や生活様式の変化等、生活に大きな影響がありました。それに伴い、ストレスの蓄積や運動不足など

心身の健康への影響が懸念されており、対策が必要となっています。 

 

（２）国の動向・計画策定の趣旨 

①健康づくりの推進 

平成 24(2012)年制定の「健康日本 21（第二次）」において、1 次予防を重視した個人レベルの

生活習慣改善の取り組みに加え、社会参加の機会増加や社会環境の改善のための取り組みが求め

られています。令和６(2024)年からの「健康日本21（第三次）」においては、人生100年時代を迎

え、社会及び一人ひとりの健康課題の多様化に対応した取り組みの検討が進められています。 

 

【健康日本 21（第三次）における基本的な方向】 

ビジョン 全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現 

基本的な方向 

〇健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

〇個人の行動と健康状態の改善 

〇社会環境の質の向上 

〇ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 
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田村市では、平成 27(2015)年に「第二次健康増進計画」と「第二次食育推進計画」、「健やか親

子 21」を一体的な計画とした「第二次田村市健康増進計画」を策定し、「個人の力と社会の力を合わ

せて、市民一人ひとりの健康を実現する」を基本理念に掲げ、市民の健康増進の促進に取り組んで

きました。 

令和２(2020)年に、「健康日本 21」と合わせた計画期間とすることから、「第二次田村市健康増

進計画 改訂版」を策定し、これまでの取り組み状況を評価し、重点的に取り組む内容を明確化する

ことで各種事業を進めてきました。 

令和５(2023)年度は、「第二次田村市健康増進計画 改訂版」の最終年度であることから、これ

までの取り組みの実績や目標に対する最終評価の結果を踏まえ、「第三次田村市健康増進計画」で

は、「健康日本２１（第三次）」、「第 4 次食育推進基本計画」及び「健やか親子 21（第 2 次）」など国・

県の方針を踏まえるとともに、生活習慣の改善を重視した実効性のある健康づくりを進めます。 

施策では、「生活習慣病・健康管理」「身体活動・運動」「歯・口腔の健康」「禁煙・飲酒」「栄養・食生活」

「休養・こころの健康」の６分野の施策に取り組みます。 

また、「栄養・食生活」では食育推進計画、「休養・こころの健康」では自殺対策計画との取り組みと

関連性が高いため、一体的に計画を策定します。 

 

【施策方針】 

 

 

 

②食育の推進 

平成 17(2005)年に食育を国民運動として推進していくことを目的とした「食育基本法」を施行

しました。これに基づき、「食育推進基本計画」（平成18(2006)年～平成23(2010)年）を策定し、

総合的かつ計画的な食育に関する取り組みをスタートし、3 度の見直しを経て「第４次食育推進基本

計画」（令和３(2021)年～令和７(2025)年）に引き継がれ、持続可能な食環境や、新たな日常及び

デジタル化への対応等を踏まえた食育を展開しています。 

 

【第 4次食育推進基本計画における基本的な方向】 

基本的方針（重点事項） 

〇生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 

〇持続可能な食を支える食育の推進 

〇「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進 

食育推進の目標 

〇栄養バランスに配慮した食生活の実践 

〇学校給食での地場産物を活用した取り組み等の増加 

〇産地や生産者への意識 

〇環境に配慮した農林水産物・食品の選択       等 
  

【取り組む分野】 

生活習慣病・健康管理 ／ 身体活動・運動 ／ 

 歯・口腔の健康 ／ 禁煙・飲酒 ／ 栄養・食生活（食育推進計画） ／ 

休養・こころの健康（自殺対策計画） 
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田村市の食育推進計画では、持続可能な食文化の継承や若い世代への生活習慣病予防に向けた

正しい食生活の啓発、食品ロスの削減等を進めます。 

また、食生活が健康に与える影響が大きいことを踏まえ、各取り組みは、「第三次田村市健康増進

計画」で取り組む「栄養・食生活」と一体的に計画を策定します。 

 

【施策方針】 

 
 

 

③自殺対策の推進 

平成 28(2016)年に自殺対策基本法が改正され、自殺対策は、「生きることの包括的な支援」と

して実施されるべきとのことが基本理念として明記されるとともに、誰もが自殺対策に関する必要

な支援を受けられるように、全ての自治体に「自殺対策計画」の策定が義務づけられました。 

令和２(2020)年以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自殺の要因となり得る様々な

問題が悪化したことにより、女性や小中高生の自殺者の増加が問題となりました。このような状況

を受け、政府が推進すべき自殺対策の指針として令和４(2022)年 10 月「自殺総合対策大綱～誰

も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～」が閣議決定されました。 

 

【新たな「自殺総合対策大綱」のポイント】 

取り組むべき対策 

〇子ども・若者の自殺対策のさらなる推進・強化 

〇女性に対する支援の強化 

〇地域自殺対策の取り組み強化 

〇総合的な自殺対策のさらなる推進・強化 

 

田村市では、「自殺対策基本法」等に則り、平成 31(2019)年 3月に「第 1次田村市いのちを

支える行動計画」を策定し、自殺対策を推進してきました。この度、「第 1 次田村市いのちを支え

る行動計画」が令和５(2023)年度末をもって終了となることから第１次計画での取り組みの成

果と課題、「自殺総合対策大綱」等を踏まえ、さらなる自殺対策の推進のために「第２次田村市い

のちを支える計画」を策定します。 

また、「第２次田村市いのちを支える計画」では、健康増進計画の取り組む分野「休養・こころの

健康」の取り組みと関連性が高いため、健康増進計画及び食育推進計画の取り組みと一体的に

推進します。 

基本施策は、国が取り組むべきとして定める「地域におけるネットワークの強化」、「自殺対策を

支える人材の育成」、「住民への啓発と周知」、「自殺未遂者等への支援の充実」、「自死遺族等へ

の支援の充実」、「児童生徒の SOSの出し方に関する教育」の６つを基に自殺対策を進めます。  

望ましい食習慣の定着 ／ 

食と農の連携、食の循環や食文化の継承を通じた食育の推進 ／ 

共食の推進とマナー指導の充実 ／ 食の安全・安心を重視した食育の推進 
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また、重点施策として、田村市において優先的な課題となる施策「高齢者対策」、「生活困窮者

対策」、「勤労・経営者対策」の３つに焦点を当て、取り組むこととします。 

 

【施策方針】 

 

 

 

（３）SDGsの実現に向けた取り組みの推進について 

SDGs とは、平成 27(2015)年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals）」の略称で、令和 12(2030)年までに達成する 17の目

標で構成された国際目標です。 

国では、SDGs に関する取り組みを総合的かつ効果的に推進することを目的に中長期的な国家戦

略として SDGs 実施指針を掲げ、優先課題に対する具体的な施策として平成 29(2017)年以降、

毎年 SDGsアクションプランを策定しています。 

地方公共団体においても、SDGsが目指す「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のあ

る社会の実現に向けた取り組みを進めることが求められており、「第三次田村市健康増進計画、田村

市食育推進計画、第２次田村市いのちを支える計画」（以下「本計画」という）は、SDGsの理念を尊重

して策定するものとします。 

 

 

  

【基本施策】 

地域におけるネットワークの強化 ／ 自殺対策を支える人材の育成 ／ 

住民への啓発と周知 ／ 自殺未遂者等への支援の充実 ／ 

自死遺族等への支援の充実 ／ 児童生徒の SOSの出し方に関する教育 

【重点施策】 

高齢者対策 ／ 生活困窮者対策 ／ 勤労・経営者対策 
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２．計画の位置づけと役割 

本計画は、健康増進法第８条第２項の規定に基づく「市町村健康増進計画」及び「健やか親子 21」、

食育基本法第１８条の規定に基づく「市町村食育推進計画」、自殺対策基本法第１３条第２項の規定

に基づく「市町村自殺対策計画（いのちを支える計画）」として位置づけられる計画です。 

本計画の策定にあたっては、国、県、及び本市の関連計画などとの整合を図ります。 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健康増進計画 

食育推進計画 

いのちを支える計画 

田村市総合計画 

総合戦略 

地域福祉計画 

子ども・子育て支援事業計画 

障害者計画・ 
障害福祉計画・障害児福祉計画 

高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

特定健康診査等実施計画 

等 

個人や家庭、行政（市）、関係団体の取り組み 

第三次健康 

ふくしま 21 計画 

ふくしま新生子ども 

夢プラン 

第四次福島県 

食育推進計画 

第４次福島県 

自殺対策推進行動計画 

健康日本 21 

（第三次） 

第４次 

食育推進基本計画 

 

自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱 

健やか親子 21（第２次） 

国 

県 
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３．計画の期間 

令和６(2024)年度から令和 17(2035)年度までの１２年間とします。ただし、社会情勢の大き

な変化や関連計画などとの整合を図る必要がある場合は、見直しを行うものとします。 

■計画の期間 

令和６年 

(2024)年度 

令和７年 

(2025)年度 

令和８年 

(2026)年度 

令和９年 

(2027)年度 

令和 10年 

(2028)年度 

令和 11年 

(2029)年度 

推進 
 

進捗 

管理 

進捗 

管理 

進捗 

管理 

進捗 

管理 

進捗 

管理 

進捗 

管理 

 

令和 12年 

(2030)年度 

令和 13年 

(2031)年度 

令和 14年 

(2032)年度 

令和 15年 

(2033)年度 

令和 16年 

(2034)年度 

令和 17年 

(2035)年度 

推進 
 

中間評価 

計画見直し 

進捗 

管理 

進捗 

管理 

進捗 

管理 

進捗 

管理 

成果評価 

次期計画策定 

 

 

４．計画策定の方法 

計画策定にあたっては、アンケート調査等により広く市民の現状及び意見を聴取するとともに、田

村市健康づくり推進協議会の委員の意見を聴取しながら、市民協働による計画の策定に努めます。 

 

（１）市民意見の聴取（市民アンケート調査の実施） 

健康増進計画、食育推進計画及び自殺対策計画を策定するにあたり、市民アンケート調査を実施し、

市民意見を聴取しました。 

◇調査対象者 

対象 
幼児保護者 

（２～５歳） 
小学６年生 中学３年生 

成人 

（18 歳以上） 

配布数 300人 237人 274 人 3,000人 

有効回収数 111人 214人 256 人 1,085人 

有効回収率 37.0％ 90.3％ 93.4％ 36.2％ 

◇調査期間：令和５(2023)年 11月１日（水）～11月 13日（月） 

◇調査方法：郵送配布・郵送回収、または学校での配布・回収 

  



 

7 

◇アンケート結果について 

第４章「分野ごとの取り組み」の各分野「現状・課題」及び第「二次田村市いのちを支え

る計画（休養・こころの健康）」の「（５）自殺の現状と関連するデータ」にアンケート結果を掲載

しています。アンケート結果の見方は以下のとおりです。 

 

【アンケート結果の見方】 

◇グラフ及び表の「ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限

定条件に該当する人）を表しています。ｎには、無回答者数なども含み、内訳の合計と一致しな

い場合があります。 

◇本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。 

◇回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２

位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）

であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析文、

グラフ、表においても反映しています。 

 

 

（２）田村市健康づくり推進協議会における計画内容の検討 

保健医療機関団体、衛生組織代表者、学識経験者、関係行政機関職員で構成する田村市健康づく

り推進協議会において、計画内容等の検討を行います。  
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第２章 

田村市を取り巻く状況  

１．統計からみる市の現状 

（１）総人口の推移と世帯数 

⚫ 田村市の総人口は減少しており、令和４(2022)年で 33，777人となっています。 

⚫ また、令和２(2020)年以降１世帯当たりの人数は減少傾向にあります。 

■総人口と世帯の推移 （資料｜福島県現住人口調査：各年 10月１日） 

 
 

（２）３区分別人口構成比 

⚫ 年少人口及び生産年齢人口の割合は概ね横ばいで推移していますが、65 歳以上の高齢者人口

割合は微増しています。 

■３区分別人口構成比の推移（資料｜福島県現住人口調査：各年 10月１日） 

  

36,716 35,955 35,169 34,438 
33,777 

12,729 12,818 12,159 12,219 12,283 

2.88 

2.80 

2.89 

2.81 

2.74 

2.65

2.70

2.75

2.80

2.85

2.90

2.95

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成30(2018)年 令和元(2019)年 令和２(2020)年 令和３(2021)年 令和４(2022)年

(人)

総人口 世帯数 １世帯当たりの人数

(人)

10.7 

10.4 

10.4 

10.1 

9.9 

55.4 

54.6 

53.6 

52.7 

52.3 

33.9 

35.0 

36.0 

37.2 

37.8 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成30

(2018)年

令和元

(2019)年

令和２

(2020)年

令和３

(2021)年

令和４

(2022)年

(％)

0-14歳（年少人口）

15-64歳（生産年齢人口）

65歳以上（高齢者人口）
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（３）人口ピラミッド（５歳区分） 

⚫ 令和４(2022)年の人口ピラミッドでは、男性では 70～74 歳、女性では 85 歳以上が他の年

齢区分と比べて多くなっています。 

■人口ピラミッド（５歳区分） （資料｜福島県現住人口調査：各年 10月１日） 

 
 

（４）出生数と死亡数 

⚫ 出生数は平成 30（2018）年以降、減少傾向となっています。また、令和３(2021)年以降死亡

数が増加し、出生数と死亡数の差は 500人台となっています。 

■出生数・死亡数の推移（資料｜福島県現住人口調査 各年 10月１日） 

   

405 

597 

645 

751 

573 

623 

742 

910 

920 

973 

1,011 

1,212 

1,520 

1,524 

1,640 

878 

748 

893 

109 

399 

615 

659 

696 

442 

491 

643 

807 

851 

871 

1,020 

1,139 

1,394 

1,478 

1,401 

981 

1,112 

2,042 

62 

△2,500 △2,000 △1,500 △1,000 △500 0 500 1,000 1,500 2,000令和４(2022)年

男性 女性

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

年齢不明

5001,0001,5002,000

(人)(人)

210 217 216 
172 

138 
115 

592 586 576 559 

665 653 

382 369 360 
387 

527 538 

0

100

200

300

400

500

600

700

平成29

(2017)年

平成30

(2018)年

令和元

(2019)年

令和２

(2020)年

令和３

(2021)年

令和４

(2022)年

(人)

出生数 死亡数 差



 

10 

⚫ 出生率について、国・県よりも低く推移しています。 

⚫ 平成 29(2017)年から令和３(2021)年にかけては、平成 29(2017)年と比べて 1.9ポイン

ト減少しています。 

■国・県・田村市の出生率※１（人口千対）の推移（資料｜厚生労働省 人口動態統計） 

 
※１ 出生率 

人口千人に対する出生数の割合。 

 

 

（５）高齢化率 

⚫ 高齢化率は、国・県と同様に増加傾向にあり、平成 27(2015)年以降、30％台を上回って推移し

ています。 

■高齢化率の推移（資料｜国勢調査） 
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（６）要支援・要介護認定者数 

⚫ 要支援・要介護認定者数はほぼ横ばいに推移しています。 

⚫ 平成 30(2018)年と令和５(2023)年を比べると、要介護１～要介護４は増加傾向にあります。 

■要支援・要介護認定者数の推移（資料｜厚生労働省 介護保険事業状況報告 各年３月末） 

 

 

（７）平均寿命・お達者度※１ 

⚫ 令和 2（2020）年の市民の平均寿命は、男性 80.60歳、女性 86.60歳となっており、県と同

等となっています。 

⚫ 令和 2（2020）年の市民のお達者度は、男性 19.99 年、女性 21.00 年となっており、わずか

ですが、県よりも長い期間となっています。また、平成 22年（2010）年と比較して、男女とも約

1年延びています。 

■平均寿命の推移（資料｜厚生労働省 市区町村別生命表） 

 

 

※１ お達者度 

お達者度とは、国が公表している健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平均）について、65

歳以上の人を対象年齢として算出した福島県独自の指標。介護保険の要介護データを基に要介護度２

未満の人を「健康」として算出している。 
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■健康寿命（お達者度 65歳健康寿命）の推移（資料｜福島県市町村別「お達者度」の算定について） 

 

 

（８）主要死因別死亡割合 

⚫ 田村市の主要死因別死亡割合はその他を除き、悪性新生物※１が最も高く、次いで心疾患、老衰

となっています。 

⚫ 悪性新生物や心疾患の死亡割合は、国・県よりは低くなっています。 

■主要死因別死亡割合（資料｜厚生労働省 人口動態統計 令和３(2021)年） 

 

 
※１ 悪性新生物 

悪性新生物とは、「悪性腫瘍（がん）」のこと。細胞の遺伝子に何らかの原因で変異が起こり、異常な形態

や性質をもった細胞が増殖・発育を続け、周囲の正常組織を破壊する腫瘍。 
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（％） 田村市 福島県 国

その他 24.4 22.6 24.2

悪性新生物 23.5 24.9 26.5

心疾患 14.3 15.9 14.9

老  衰 13.1 11.2 10.6

脳血管疾患 8.3 8.5 7.3

肺  炎 5.4 4.8 5.1

不慮の事故 2.3 3.1 2.7

自　殺 2.3 1.3 1.4

慢性閉塞性肺疾患 1.5 1.2 1.1

糖尿病 1.5 1.0 1.0

大動脈瘤及び解離 1.4 1.6 1.3

腎不全 1.1 2.0 2.0

肝疾患 0.9 1.2 1.3

高血圧疾患 0.2 0.7 0.7
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２．第二次計画の評価 

第二次田村市健康増進計画 改定版の指標達成度を、「評価区分」で整理しました。 

■評価区分 

評価 

区分 

S 

100％達成 

A 

90％以上

100 未満 

B 

50％以上

80％未満 

C 

0％以上

50％未満 

D 

悪化した 

達成率 

S＋A 評価の

割合 

項目数 18 1 7 4 38 19 

割合 26.5％ 1.5％ 10.3％ 5.9％ 55.9％ 27.9％ 

※評価区分＝(平成 30(2018)年基準値 ― 令和４(2022)年現状値)÷(基準値 ― 目標値)×100 

※現状値について、出典がアンケートのものは令和５(2023)年 

１ 母子保健（妊産婦期、乳幼児期、学童・思春期）   

⚫ 乳幼児期の「朝食を毎日食べている子どもの増加」、「低出生体重児の出生割合の減少」、「自分

のことが好きな生徒の増加」「ストレスや悩みを誰にも相談しない人の減少」について、目標値を

達成しています。 

⚫ 「運動・肥満予防」の指標、「栄養・食生活」の「野菜の入ったおかずを毎日食べるこどもの増加」

「朝食を毎日食べている児童の増加」「野菜の入ったおかずを毎日食べる児童・生徒の増加」につ

いて、改善が進んでいません。 

項目名  

基準値 

平成

30(2018)年度 

目標値 

令和５ 

(2023)年度 

現状値 

令和４ 

(2022)年度 

評価 

（１）運動・肥満予防      

22 時以降に寝る幼児の減少  23.4％ 15.0％ 24.3％ D 

肥満傾向にある幼児の減少 ５歳児 3.8％ 減少 12.6％ D 

肥満傾向にある児童・生徒の割合の減少 小学生 12.5％ 10.0％ 14.5％ D 

 中学生 13.4％ 10.0％ 15.8％ D 

（２）栄養・食生活        

朝食を毎日食べている子どもの増加 幼児期 90.7％ 95.0％ 98.3％ S 

野菜の入ったおかずを毎食食べる子どもの増加 幼児期 32.6％ 35.0％ 13.5％ D 

朝食を毎日食べている児童・生徒の増加 小学生 99.1％ 増加 97.0％ D 

 中学生 98.0％ 増加 99.1％ S 

野菜の入ったおかずを毎食食べる児童・生徒の増加 小学生 69.6％ 75.0％ 24.3％ D 

 中学生 67.0％ 75.0％ 21.9％ D 

（３）歯・口腔の健康        

むし歯のある３歳児の減少  22.4％ 17.0％ 18.5％ B 

むし歯のある児童・生徒の減少 ６歳児 63.3％ 50.0％ 51.5％ B 

 12 歳児 51.6％ 35.0％ 38.5％ B 

（４）禁煙・飲酒・薬物乱用防止         

妊婦の喫煙者割合の減少  4.7％ 0.0％ 1.5％ B 

妊婦の配偶者の喫煙者割合の減少  57.1％ 35.0％ 39.9％ B 

低出生体重児の出生割合の減少  

8.5％ 

平成 

29(2017)年 

減少 

7.5％ 

令和 

３(2021)年 

S 

（５）休養・こころの健康         

自分のことが好きな生徒の増加  49.2％ 53.0％ 56.6％ S 

ストレスや悩みを誰にも相談しない人の減少  29.5％ 25.0％ 25.0％ S 

（６）子育て支援      

ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある

保護者の増加 
 72.0％ 85.0％ 75.8％ B 

（７）疾病予防（感染症予防）         

２歳までに麻しん・風しんの予防接種を終了してい

る子どもの増加 
 97.0％ 98.0％ 95.5％ D 
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２ 成人保健（青年・壮年期） 

⚫ 「運動・肥満予防」においては、青年期の男性と壮年期の女性の「ＢＭＩ25 以上の者の減少」、「歯・

口腔の健康」においては、「６０歳代で自分の歯が２４本以上の人が増える」、「禁煙・飲酒・薬物乱

用防止」においては、「分煙ルールを守る公共施設、地区集会所の増加」、男性と女性の「生活習慣

病のリスクを高める量を飲酒している人の割合の減少」について、目標値を達成しています。 

⚫ 「運動・肥満予防」においては、青年期女性、壮年期男性の「BMI25 以上の者の減少」、「習慣的

に運動をしている人の増加」、「栄養・食生活」は全ての指標、「生活習慣病予防」においては、「が

ん検診を受ける人の増加」、壮年期の「歯磨きを実施している人の増加」、壮年期男性の「喫煙者

の減少」、「休養・こころの健康」においては、「ストレスを処理できている人の増加」「相談相手が

いる人の増加」「こころの病気を知っている人の増加」について、改善が進んでいません。 

項目名  

基準値 

平成 30(2018)

年度 

目標値 

令和５ 

(2023)年度 

現状値 

令和４ 

(2022)年度 

評価 

（１）運動・肥満予防        

ＢＭＩ25 以上の者の減少 

青年期 

男性 
45.1％ 40.0％ 34.5％ S 

青年期 

女性 
22.1％ 15.0％ 24.6％ D 

壮年期 

男性 
36.3％ 30.0％ 43.4％ D 

壮年期 

女性 
33.1％ 30.0％ 23.8％ S 

習慣的に運動をしている人の増加 

（１日 30 分以上週 1 回以上） 

青年期 

男性 
45.2％ 48.0％ 36.3％ D 

青年期 

女性 
29.6％ 33.0％ 25.3％ D 

壮年期 

男性 
38.3％ 40.0％ 31.8％ D 

壮年期 

女性 
39.2％ 45.0％ 28.0％ D 

（２）栄養・食生活        

野菜の入ったおかずを毎食食べる人の増加 
青年期 61.2％ 65.0％ 11.8％ D 

壮年期 61.2％ 65.0％ 17.0％ D 

主食・主菜・副菜を毎日（１日２回以上）そろえ

て食べる人の増加 

青年期 ― 55.0％ 30.5％ 
基準値未設定 

のため未集計 

壮年期 61.4％ 65.0％ 50.3％ D 

朝食を毎日食べている人の増加 
青年期 68.5％ 75.0％ 63.6％ D 

壮年期 83.7％ 90.0％ 81.7％ D 

栄養成分表示を参考にしている人の増加 
青年期 ― 50.0％ 43.9％ 

基準値未設定 

のため未集計 

壮年期 42.1％ 45.0％ 41.7％ D 

（３）生活習慣病予防      

特定健康診査を受ける人の増加  43.7％ 47.0％ 44.0％ C 

がん検診を受ける人の増加 

胃がん 20.1％ 40.0％ 13.8％ D 

大腸がん 33.0％ 40.0％ 27.3％ D 

肺がん 40.7％ 45.0％ 32.4％ D 

子宮頸がん 28.6％ 40.0％ 25.7％ D 

乳がん 31.5％ 40.0％ 29.2％ D 

国保診療 1 人当たりの高血圧の診療費の減少  1,524 円 1,450 円 

1,513 円 

令和元

(2019)年 

C 
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項目名  

基準値 

平成 30(2018)

年度 

目標値 

令和５ 

(2023)年度 

現状値 

令和４ 

(2022)年度 

評価 

（４）歯・口腔の健康      

歯みがきを実施している人の増加  

（夕食後と就寝前を合わせた割合） 
青年期 ― 100％ 95.8％ 

基準値未設定 

のため未集計 

 
青年期 

夕食後 
― ― 25.7％ 

基準値及び 

目標未設定 

のため未集計 

 
青年期 

就寝前 
― ― 70.1％ 

基準値及び 

目標値未設定

のため未集計 

 壮年期 89.0％ 93.0％ 84.8％ D 

 
壮年期 

夕食後 
22.6％ ― 22.4％ 

目標値未設定 

のため未集計 

 
壮年期 

就寝前 
66.4％ ― 62.4％ 

目標値未設定 

のため未集計 

60 歳代で自分の歯が 24本以上の人が増える  16.6％ 20.0％ 32.1％ S 

（５）禁煙・飲酒・薬物乱用防止        

青年・壮年期の喫煙者の減少 

青年期 

男性 
48.8％ 30.0％ 31.0％ A 

壮年期 

男性 
36.9％ 30.0％ 36.2％ D 

分煙ルールを守る公共施設、地区集会所の増加 
公共施設 

禁煙 
97.2％ 100％ 100％ S 

 
公共施設 

分煙 
2.8％ 0.0％ 0.0％ S 

 
公共施設 

対策なし 
0.0％ 0.0％ 0.0％ S 

 
地区集会所 

禁煙 
34.0％ 100％ 100％ S 

 
地区集会所 

分煙 
11.0％ 0.0％ 0.0％ S 

 
地区集会所 

対策なし 
55.0％ 0.0％ 0.0％ S 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している

人の割合の減少 

男性 

純アルコール量 

40ｇ以上の 

摂取者 

18.4％ 15.0％ 14.5％ S 

 

女性 

純アルコール量 

20ｇ以上の 

摂取者 

9.6％ 9.0％ 2.8％ S 

（６）休養・こころの健康      

ストレスを処理できている人の増加  65.3％ 70.0％ 61.3％ D 

相談相手がいる人の増加  77.6％ 80.0％ 57.9％ D 

相談窓口を知っている人の増加  29.1％ 60.0％ 56.6％ B 

こころの病気を知っている人の増加 うつ病 62.3％ 65.0％ 46.4％ D 

 
統合 
失調症 

29.2％ 35.0％ 18.0％ D 
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３ 高齢者保健（高齢期） 

⚫ 「歯・口腔の健康」の「60 歳代で自分の歯を 24 本以上有している人の増加」について、目標値

を達成しています。 

⚫ 「運動・認知機能低下予防」、「栄養・食生活」の「野菜の入ったおかずを毎日食べる人の増加」、

「休養・こころの健康」の「普段健康だと感じている人の増加」「ストレスを処理できている人の増

加」「相談相手がいる人の増加」について、改善が進んでいません。 

項目名  
基準値 

平成 30(2018)
年度 

目標値 

令和５ 

(2023)年度 

現状値 

令和４ 

(2022)年度 

評価 

（１）運動・認知機能低下予防      

習慣的（週に１回以上）に運動を実施している人

の増加 

高齢期 

男性 
69.8％ 75.0％ 41.8％ D 

 
高齢期 

女性 
71.3％ 75.0％ 47.5％ D 

（２）栄養・食生活        

野菜の入ったおかずを毎食食べる人の増加  68.6％ 75.0％ 28.9％ D 

主食、主菜、副菜を毎日（１日に２回以上）そろ

えて食べる人の増加 
 54.1％ 75.0％ 56.2％ C 

（３）歯・口腔の健康      

60 歳代で自分の歯を 24 本以上有している人の増

加 
 16.6％ 20.0％ 22.7％ S 

（４）休養・こころの健康      

ふだん健康だと感じている人の増加  82.4％ 85.0％ 80.7％ D 

ストレスを処理できている人の増加  76.8％ 78.0％ 68.8％ D 

相談相手がいる人の増加  71.9％ 75.0％ 62.9％ D 

睡眠で休養がとれていないと思う人の減少  17.9％ 10.0％ 16.5％ C 

 

 

 

４ 放射線健康対策（特別事業） 

⚫ 高齢期の「放射線による健康に関する不安がある人が減少する」について、目標値を達成してい

ます。 

項目名  
基準値 

平成 30(2018)
年度 

目標値 

令和５ 

(2023)年度 

現状値 

令和４ 

(2022)年度 

評価 

放射線による健康に関する不安がある人が減少

する 
青年期 ―  5.9％ 

基準値未設定 

のため未集計 

 壮年期 6.9％ 減少 6.9％ ― 

 高齢期 5.7％  4.6％ S 

食べている食品の放射線に対する不安がある人

が減少する 
青年期 ―  ― 

基準値未設定 

のため未集計 

 壮年期 23.9％ 減少 ― 
測定不能のため

未集計 

 高齢期 16.5％  ― 
測定不能のため

未集計 

 

 

 

  



 

17 

第３章 

基本理念と目指す健康づくり  

１．計画の方向性 

本計画は、健康寿命の延伸・健康格差の縮小を目指し、生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防・重

症化予防の推進、健康になれる社会環境の質の向上を図るものです。 

田村市の課題、これまでの取り組み状況を踏まえ、「第二次田村市健康増進計画」の基本理念を踏襲

し、健康づくりに取り組みます。 

 

（１）基本理念 

■■■基本理念■■ 

個人の力と社会の力を合わせて、 

市民一人ひとりの健康を実現する 

 

（２）基本目標 

基本理念のもと、以下の重点施策を踏まえた施策を推進します。 

   基本目標    

生活習慣の改善を重視した健康づくり 
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（３）田村市の目指す健康づくり 

健康に対する考え方は、従来の単なる「病気ではない」という考え方から、「病気や障害があって

も社会の中で積極的な役割を果たし、その人らしく生きがいをもって自立した生活ができる」など、

「生活の質の向上」に重きをおく方向へと変化しています。健康は、一人ひとりが目指すよりよい

暮らしの実現のための大切な資源です。 

健康づくりでは、一人ひとりが健康に関する知識や方法を身につけることはもちろんですが、環

境を整える行政の役割や家族、学校、職場、地域がそれぞれの役割をもって支援行動することが

重要です。 

【田村市の目指す健康づくり】 

目指すものは、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる元気なまちづくりです。  
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２．体系 

 

基本理念 基本目標 分野  ライフステージ 

個
人
の
力
と
社
会
の
力
を
合
わ
せ
て
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
健
康
を
実
現
す
る 

生
活
習
慣
の
改
善
を
重
視
し
た
健
康
づ
く
り 

１ 生活習慣病・健康管理 

 

 

２ 身体活動・運動 

３ 歯・口腔の健康 

４ 禁煙・飲酒 

５ 栄養・食生活 

（食育推進計画） 

６ 

（休養・こころの健康） 

※アンケート結果の年齢区分と異なるが、禁酒・飲酒の分野での取り組みから青年期を 20 歳からとする。 

  

【０～５歳】 

学童期・思春期 

【６～19歳】※ 

青年期・壮年期 

【20～64歳】※ 

高齢期 

【65歳以上】 
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第４章 

分野ごとの取り組み  

１．生活習慣病・健康管理 

 

 
●特定健診受診率 

⚫ 特定健診受診率は概ね横ばいに推移しています。また、県とほぼ同様に推移しています。 

■特定健診受診率の推移（資料｜特定健診・特定保健指導法定報告） 

 

 

●がん検診受診率 

⚫ がん検診受診率は肺がん検診が他の検診よりも高く、胃がん検診が低くなっています。 

■がん検診受診率の推移（資料｜田村市保健事業実績） 
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●特定保健指導実施状況 

⚫ 特定保健指導終了率は平成29(2017)年から令和４(2022)年まで46.3%増加しており、令

和元(2019)以降県を上回っています。 

■特定保健指導終了率の推移（資料｜特定健診・特定保健指導法定報告） 

 

 

●特定健診受診者の有所見状況 

⚫ 特定健診受診者の有所見状況は、男女ともに「HbA1c※１」が県・国よりもやや高くなっています。 

⚫ また、女性は、「BMI」「腹囲」「中性脂肪」「HDL-C」「空腹時血糖」「収縮期血圧」が国・県よりも高く

なっています。 

■男性（資料｜福島県国民健康保険団体連合会データランド 令和４(2022)年度） 

 BMI 腹囲 
中性 

脂肪 
HDL-C LDL-C 

空腹時 

血糖 
HbA1c 

収縮期 

血圧 

拡張期 

血圧 

田村市 32.4％ 55.1％ 25.1％ 9.8％ 36.5％ 43.6％ 64.5％ 48.4％ 17.9％ 

福島県 36.4％ 57.6％ 25.8％ 8.0％ 41.9％ 44.3％ 59.6％ 51.5％ 22.6％ 

全国 34.2％ 55.3％ 28.1％ 7.1％ 45.6％ 31.4％ 57.8％ 50.2％ 26.4％ 

■女性（資料｜福島県国民健康保険団体連合会データランド 令和４(2022)年度） 

 BMI 腹囲 
中性 

脂肪 
HDL-C LDL-C 

空腹時 

血糖 
HbA1c 

収縮期 

血圧 

拡張期 

血圧 

田村市 35.1％ 26.8％ 18.3％ 2.7％ 47.0％ 33.7％ 71.4％ 51.6％ 13.8％ 

福島県 26.9％ 22.8％ 15.1％ 1.6％ 50.9％ 30.6％ 60.6％ 46.9％ 15.5％ 

全国 21.4％ 18.8％ 15.6％ 1.2％ 54.1％ 19.6％ 56.5％ 45.3％ 16.9％ 

※１ HbA1c：過去１～２か月の平均的な血糖の状態を表す数値のこと 
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●メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況 

⚫ メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況は令和２(2020)年に増加しましたが、令和３

(2021)年以降、予備群・該当者ともに概ね横ばいで推移しています。 

⚫ 国・県と比較すると、平成 30(2018)年から令和３(2021)年まで田村市が国・県よりも上回っ

て推移しています。 

■メタボリックシンドローム該当者・予備群割合（該当者と予備群合計）の推移（資料｜特定健診・特定保健指導法定報告） 

 

 

■性別メタボリックシンドローム該当者・予備群割合の推移（資料｜特定健診・特定保健指導法定報告 令和４(2022)年） 
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●肥満傾向児の状況 

⚫ 肥満傾向児の割合について、小学５年生は国を上回っていますが、県よりは下回っています。 

⚫ 中学２年生は国・県よりも上回っています。 

■肥満傾向児の割合の推移（資料｜学校健康診査 令和３(2021)年） 

 

 

●アンケート「ご自身の健康について心配なこと」 

⚫ 「体力がおとろえてきた」が最も高く、次いで「肥満ぎみである」、「ストレスがある」となっています。 

 
  

6.5
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8.1
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5.2

9.2

0

5
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小学５年生 中学生２年生

田村市 福島県 全国

(％)

不明・無回答 3.4

やせてきた 5.6

その他 3.4

現在、病気である 16.0

なんらかの障がいがある 9.0

ストレスがある 36.4

特に心配なことはない 16.9

体力がおとろえてきた 65.7

肥満ぎみである 37.2

単位：％ 成人(n=1,085)

0 20 40 60 80 100
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●アンケート「健康づくりのために気をつけていること」 

⚫ 「食生活」が最も高く、次いで「休養や睡眠を十分にとる」、「歩いたり軽い体操」となっています。 

⚫ 「何もしていない」人が 12.2％います。 

 

  

食生活 57.4

休養や睡眠を十分にとる 45.2

単位：％ 成人(n=1,085)

0 20 40 60 80 100

趣味や生きがいを持ちメリハリを持つ 26.1

たばこを吸わない 25.0

歩いたり軽い体操 34.5

定期的に健康診断を受ける 32.4

スポーツやランニング 10.1

健康補助食品の利用 8.9

何もしていない 12.2

酒を控える 11.3

その他 1.3

不明・無回答 2.0
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●アンケート「子どもの健康に関する知識や情報の収集方法」 

⚫ 「インターネット」が最も高く、次いで「保育園・幼稚園・子育て支援センターの先生」、「友人・知人

や近所の人」となっています。 

 

  

インターネット 71.2

保育園・幼稚園・子育て支援センター

の先生
57.7

単位：％ 幼児保護者(n=111)

0 20 40 60 80 100

配偶者以外の親族 37.8

配偶者 36.0

友人・知人や近所の人 52.3

病院や診療所の医師 49.5

新聞・雑誌 15.3

市の広報誌 8.1

テレビ・ラジオ 29.7

市役所・保健所の保健師、助産師、栄

養士
16.2

特にない 3.6

母子保健推進員 2.7

児童館・学童クラブの先生 7.2

健康に関する情報誌や本 7.2

不明・無回答 0.9

その他 2.7

民生委員・児童委員 0.9
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１．生活習慣病の発症予防のための健康管理への支援 

 

２．子どもの頃からの健康づくりの促進 

 
 

 

 

・年に 1回健康診査、がん検診を受けましょう 

・自分の健康状態に関心を持ち、健診結果を健康管理に役立てましょう 

・適正体重を知り、体重コントロールに努めましょう 

  

取り組みの方向性 

特定健康診査の受診率向上に向けて、働き盛りや子育て世代などの忙しい人でも健診を

受けられるような工夫を行うとともに、健診未受診者への受診勧奨やハイリスク者へのアプ

ローチなどの対策を行っていく必要があります。 

がん検診についても、早期発見・早期治療に向けて、がん検診の必要性を啓発し、受診した

くなるような仕組みをつくり、検診受診率の向上を図ることが重要です。 

また、生活習慣の改善が生活習慣病の発症や重症化予防につながることを、様々な情報発

信方法で広く普及啓発を行う必要があります。一人ひとりが生活習慣を見直し、健康づくり

のための行動をとることができるよう支援することが求められます。 

近年、生活習慣病の発症年齢が若年化しており、少子高齢化が著しい日本では大きな社会

問題となっています。田村市においても青年期以降、肥満者が増加していることから、乳幼児

期に基本的生活習慣を形成・完成することが望ましく、学童期以降も望ましい生活習慣を継

続していくことが何よりも重要となります。  

子どもの頃に望ましい生活習慣を形成するためには、保護者の健康に対する意識が向上

するよう働きかけが必要です。また、若い世代には、生活習慣病予防に関する正しい知識の

普及啓発を行う必要があります。 

市民の取り組み 
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対象 取り組み内容 主な事業 
担当課 
関係課 

全市民 
運動や食事などの規則正しい生活習
慣や体重管理など自分でできる健康
管理方法を普及・啓発します。 

■健康づくり普及啓発事業 

■健康出前講座 

保健課 

市民課 

妊娠期・ 

乳幼児期 

妊娠期を安心して過ごせるように、継
続的な支援を行います。 

■母子健康手帳交付 

■妊産婦健康診査の助成 

■妊産婦医療費助成事業 

■健康相談 

こども未来課 

新生児や乳幼児のいる家庭を訪問
し、不安や悩みの内容を把握し、相談
対応します。また、必要に応じて関係
機関につなげます。 

■妊産婦・新生児家庭訪問 

■乳幼児訪問 

■育児相談 

乳幼児健康診査を実施し、乳幼児の
発育や身体の状況を確認します。保護
者の悩みや不安に相談対応するとと
もに、予防接種や生活習慣等に関す
る知識の普及と保健指導を行いま
す。 

■乳幼児健康診査 

■健康相談 

■予防接種事業 

学童期・ 

思春期 

「自分手帳」を活用し、成長に合わせた
健康管理方法が習得できるようにしま
す。 

■思春期保健教室 学校教育課 

青年期・ 

壮年期・ 

高齢期 

生活習慣病及び各種がんの早期発
見・早期治療に向けて、健康診査、が
ん検診を実施します。 

■健康診査・特定健康診
査・後期高齢健康診査 

■がん検診 

■健康診査（がん検診）受
診啓発 

保健課 

市民課 

健康診査（がん検診）受診結果を踏ま
えて、要精検者には、早期受診を勧奨
します。 

■精密検査受診勧奨事業 

■家庭訪問 
保健課 

健診結果を踏まえて、生活習慣改善
に向けた健康教室を実施し、重症化
予防につなげます。また、働き世代を
対象に、市内事業所と連携した健康
教室を実施します。 

■健康出前講座 

■生活習慣病予防教室 

■特定保健指導 

保健課 

市民課 

壮年期・ 

高齢期 

特定健診の結果、メタボリックシンド
ロームのリスクに応じて、生活習慣改
善のための保健指導を実施します。 

■特定保健指導 市民課 

高齢期 

地域の通いの場において、高齢者の
フレイル状況を把握するとともに、フ
レイル予防に関する健康教室を実施
します。 

■高齢者の保健事業と介護
予防の一体的実施 

市民課 

高齢福祉課 

  

具体的な取り組み 
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No 項目 区分 

現状値 

令和４(2022) 

年度 

目標値 

令和 17(2035) 

年度 

出典 

１ 特定健康診査受診率の増加  44.0％ 60.0％ 
特定健康診査 

法定報告 

２ 特定保健指実施率の増加  51.5％ 62.0％ 
特定健康診査 

法定報告 

３ 
肥満傾向にある幼児・児童・

生徒の減少 

３歳児 7.5％ 5.5％ ３歳児健康診査 

５歳児 12.6％ 7.6％ 幼稚園健康診査 

小学 

５年生 
17.4％ 12.4％ 学校健康診査 

中学 

２年生 
15.3％ 10.3％ 学校健康診査 

４ ＢＭＩ25 以上の者の減少 

男性 32.8％ 
27.0% 

※参考 県目標 市健康診査・ 

特定健診 
女性 27.7％ 20.0％ 

５ がん検診受診率の増加 

胃がん 13.8% 40.0％ 

保健事業実績 

大腸 

がん 
27.3% 40.0％ 

肺がん 32.4% 45.0％ 

子宮 

頚がん 
25.7% 40.0％ 

乳がん 29.2% 40.0％ 

６ 
メタボリックシンドローム

予備軍・該当者割合の減少 
 37.0％ 33.6％ 

特定健康診査 

法定報告 

７ 

２歳までに麻しん・風疹の

予防接種を終了している子

どもの増加 

 95.5％ 98.8％ 保健事業実績 

 

 

 

 

  

目標 
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２．身体活動・運動 

 

 
●アンケート「運動(１日 30分以上)しているか」について 

⚫ 高齢期が他の年代よりも高くなっています。 

 
 

●アンケート「運動しない理由」 

⚫ 「忙しくて時間がない」が最も高く、次いで「運動の必要性はわかるが実践できない」「身体を動

かすのが苦手」となっています。 

 

  

成人(n=1,085) 34.9

男性(n=513) 36.6

単位：％ 「週に１回以上」の割合

0 10 20 30 40 50

青年期（20-39歳）(n=187) 30.5

壮年期（40-64歳）(n=465) 29.9

女性(n=549) 34.4

思春期（18-19歳）(n=22) 45.5

高齢期（65歳以上）(n=388) 44.5

主治医から運動制限されている 0.7

不明・無回答 4.1

その他 5.3

運動指導者がいない 2.6

必要と思わない 7.0

運動の方法がわからない 6.8

運動できる場所がない 8.8

運動をする仲間がいない 8.1

身体を動かすのが苦手 21.2

腰や膝等が痛くてできない 15.1

忙しくて時間がない 45.1

運動の必要性はわかるが実践できない 41.8

単位：％ 成人(n=1,085)

0 10 20 30 40 50

現状と課題 
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●アンケート「子どもの身体を使った遊びや外遊びの頻度」 

⚫ 「毎日よくしている」が最も高く、次いで「毎日ではないが、よくしている」となっています。 

⚫ 「時々している程度」「ほとんどしていない」が約 1割となっています。 

 
 

●アンケート「体育の授業以外での外遊びや運動の頻度」 

⚫ 「１週間に２～３日」が最も高く、次いで「ほぼ毎日」、「ほとんどやらない」となっています。 

⚫ 「ほとんどやらない」が 23.4％となっています。 

 

 

 

 

 

１．運動習慣の定着に向けた支援 

 

  

不明・無回答 0.0

時々している程度 9.0

ほとんどしていない 0.9

毎日よくしている 55.0

毎日ではないが、よくしている 35.1

単位：％ 幼児保護者(n=111)

0 20 40 60 80 100

不明・無回答 0.0

１週間に２～３日 31.8

ほとんどやらない 23.4

ほぼ毎日 25.7

１週間に４～５日 19.2

単位：％ 小学生(n=214)

0 10 20 30 40 50

取り組みの方向性 

運動習慣の定着に向けては、運動の意義や適切な運動についての普及啓発と「きっかけ」

が重要です。ライフステージに応じて気軽に運動ができるよう、関係機関と連携して、体を動

かすことができる機会を増やす取り組みを進めるとともに、気軽に楽しく健康づくりに取り

組むことができるよう、環境整備を推進します。 
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・子どもは遊びを通して身体を動かしましょう 

・自分の身体に合った運動を続けましょう 

・仲間と一緒に身体を動かしましょう 

・普段から＋10（プラステン）の活動を実践しましょう 

 

 

 

対象 取り組み内容 主な事業 
担当課 
関係課 

全市民 

関係機関と連携し、自分の体力などを知
り、楽しく運動ができるきっかけづくり
となる啓発事業を実施します。 

■健康づくり普及啓発事業 

保健課 

市民課 

こども未来課 

生涯を通じて身体を動かす機会をもて
るよう、体力に応じた運動・スポーツを推
進します。 

■生涯にわたるスポーツ
の推進 

保健課 

生涯学習課 

高齢福祉課 

妊娠期・ 

乳幼児期 

妊娠期における適切な運動について情
報提供を行います。 

■母子健康手帳交付 

■健康相談 

こども未来課 
楽しく運動習慣が身につけられるよう
に、子どもの発達段階に合わせた遊びに
ついて情報提供を行います。 

■乳幼児健康診査 

■育児相談 

■育児講座 

学童期・ 

思春期 

体育の授業や部活動を通じて、子どもの
成長に合わせた体力の向上に取り組み
ます。 

■マラソンタイム 

■なわとびタイム 

■なわとびコンテスト 

■陸上グレートレッスン 

学校教育課 

青年期・ 

壮年期 

高齢期 

健診結果を踏まえて、生活習慣病予防の
ための身体活動の有効性とその方法に
ついての健康教室を実施します。 

■生活習慣病予防教室 

■健康相談 
保健課 

壮年期 

高齢期 

特定健診の結果におけるメタボリックシ
ンドロームのリスクに応じて、生活習慣
改善のための保健指導を実施します。 

■特定保健指導 市民課 

青年期・ 

壮年期 

高齢期 

運動習慣定着となるよう県と連携し、ポイ
ントを付与した事業を実施します。 

■健康ポイント事業 保健課 

高齢期 
地域の通いの場において、高齢者のフレ
イル状況を把握するとともに、フレイル
予防に関する健康教室を実施します。 

■高齢者の保健事業と介護
予防の一体的実施 

市民課 

高齢福祉課 

  

市民の取り組み 

具体的な取り組み 
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No 項目 区分 

現状値 

令和４(2022) 

年度 

目標値 

令和 17(2035) 

年度 

出典 

１ 

習慣的に運動をしている人の

増加 

(１日 30 分以上週１回以上) 

男性 36.6％ 41.6％ 
市健康診査・ 

特定健診 
女性 33.6％ 35.6％ 

２ 
からだを使った遊び・外遊びを

している幼児の増加 
 90.1％ 増加 アンケート 

 

  

目標 
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３．歯・口腔の健康 

 

 

●幼児のむし歯の割合 

⚫ １歳６か月児のむし歯の割合は概ね横ばいで推移しています。 

⚫ ２歳６か月児・３歳児のむし歯の割合は減少傾向にあります。 

■１歳６か月児・２歳６か月児・３歳児のう蝕有病率の推移（資料｜令和４(2022)年田村市保健事業実績） 

 
※2歳 6か月児の令和３（2021）年の数値がないのは、新型コロナウイルス感染症拡大防止により実施中止したため。 

 

●児童・生徒のむし歯の割合 

⚫ ６歳児のむし歯の割合は令和２(2020)年以降、減少傾向にあり、平成 30（2018）年から令和

４(2022)年までで 12.6%減少しています。 

⚫ 12歳児のむし歯の割合は増減を繰り返して推移しており、国・県よりも上回っています。 

■６歳児・１２歳児のう蝕有病率の推移（資料｜学校健康診査） 
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36.5
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現状と課題 
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●アンケート「自分の歯の本数」 

⚫ 年代が高くなるごとに「全部ある（28本）」の割合が低くなっています。 

 
 

●アンケート「過去 1年間の歯科健診の受診有無」 

⚫ 「受けていない」が最も高くなっています。 

 

⚫ 男性の「受けていない」割合が女性よりも高くなっています。また、高齢期の「受けていない」割

合が他の区分よりも高くなっています。 

  

高齢期（65歳以上）(n=388) 5.2

青年期（20-39歳）(n=187) 66.8

壮年期（40-64歳）(n=465) 26.2

女性(n=549) 29.0

思春期（18-19歳）(n=22) 86.4

成人(n=1,085) 26.8

男性(n=513) 24.8

単位：％ 「全部ある（２８本）」の割合

0 20 40 60 80 100

不明・無回答 3.2

数年に１回ぐらい 21.6

受けていない 38.3

６ヶ月に１回ぐらい 17.3

１年に１回ぐらい 19.5

単位：％ 成人(n=1,085)

0 10 20 30 40 50

高齢期（65歳以上）(n=388) 44.6

青年期（20-39歳）(n=187) 36.9

壮年期（40-64歳）(n=465) 34.4

女性(n=549) 33.7

思春期（18-19歳）(n=22) 27.3

成人(n=1,085) 38.3

男性(n=513) 43.9

単位：％ 「受けていない」の割合

0 10 20 30 40 50
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１．歯・口腔の健康づくりに対する意識向上 

 

 

 

 

・毎食後、歯磨きの習慣を身につけましょう 

・しっかり噛む習慣を身につけましょう 

・定期健診を受け、口の健康を保ちましょう 

 

 

 

対象 取り組み内容 主な事業 
担当課 
関係課 

全市民 
健康な口腔機能の保持と向上に必要な
知識の普及啓発を行います。 

■歯科保健普及啓発事業 

保健課 

こども未来課 

学校教育課 

妊娠期・ 

乳幼児期 

妊娠期の歯科口腔ケアの必要性及び方法
について知識の普及啓発を行います。 

■母子健康手帳交付 

■健康相談 
こども未来課 

子どもの口腔状態について保護者と一
緒に観察し、正しい口腔ケアの方法及び
個別の状態に応じての歯科保健指導を
行います。 

■乳幼児健康診査 

■歯科相談 
こども未来課 

妊娠期・ 

乳幼児期 

学童期・ 

思春期 

子どものむし歯予防を目的に、フッ素塗
布事業及び、フッ化物洗口事業を実施し
ます。 

■フッ素塗布事業 

（幼児健康診査・市内歯科医院） 

■フッ化物洗口事業 

（幼児施設の 4.5歳児、小中学生） 

こども未来課 

学校教育課 

 

 

  

取り組みの方向性 

歯・口腔の健康を維持するためには、望ましい生活習慣と定期的に自らの歯と口腔の状態

を把握することが必要です。歯・口腔の健康についての正しい知識の普及やかかりつけ歯科

医をもち、定期的に歯科検診を受けることの重要性を周知・啓発していく必要があります。ま

た、市で行う乳幼児健康診査時の保健指導も充実させる必要があります。 

市民の取り組み 

具体的な取り組み 
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対象 取り組み内容 主な事業 
担当課 
関係課 

学童期・ 

思春期 

自分の口腔の健康状態を確認し、治療や
セルフケアの必要性を理解できるよう、
歯科健診を実施し、歯科健診結果を踏ま
えて、要治療者には早期受診を勧奨しま
す。 

■歯科健診 

■歯科受診啓発 
学校教育課 

正しいブラッシングの方法を習得し実践
できるよう、保育所、幼稚園、小中学校
で、歯科指導を行います。 

■歯科教室 
こども未来課 

学校教育課 

高齢期 
地域の通いの場において、高齢者のフレ
イル状況を把握するとともに、フレイル
予防に関する健康教室を実施します。 

■高齢者の保健事業と
介護予防の一体的実
施 

市民課 

高齢福祉課 

 

 

 

No 項目 区分 

現状値 

令和４(2022) 

年度 

目標値 

令和 17(2035) 

年度 

出典 

１ 
過去１年間に歯科検診を受け

る人の割合 

思春期・ 

青年期・ 

壮年期・ 

高齢期 

36.8% 
65.0% 

※参考 県目標 
アンケート 

 

むし歯のある幼児・児童・生徒 

の減少 

３歳児 18.5% 17.0％ ３歳児健診 

２ ６歳児 51.5% 50.0％ 

学校保健統計 

 12 歳児 38.5% 35.0％ 

 

  

目標 
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４．禁煙・飲酒 

 

 

●妊婦喫煙者及び配偶者の喫煙割合 

⚫ 妊婦喫煙者の割合は平成 30(2018)年から令和２(2020)年まで約３～４％前後で推移して

いましたが、令和３(2021)年以降減少傾向となっています。 

⚫ 配偶者の喫煙割合は令和元(2019)年で 60.0%となっていましたが、令和４(2022)年は

39.9%となっています。 

■妊婦喫煙者及び配偶者の喫煙割合の推移（資料｜妊婦一般健康診査問診アンケート） 

 
●喫煙者の割合 

⚫ 喫煙者の割合は、男性は約 20%、女性は 4～５％前後で推移しており、男性が女性を上回って

います。 

■喫煙者割合の推移（資料｜市健康診査・特定健康診査） 
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現状と課題 
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●アンケート「妊娠中の喫煙状況」 

⚫ 「吸っていた」が１０％を超えています。 

 

 

●生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合 

⚫ 生活習慣病のリスクを高める量※を飲酒している人の割合は、男性は減少傾向で推移しています

が、女性は増加傾向にあります。 

■生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合の推移（資料｜市健康診査・特定健康診査） 

 
※生活習慣病のリスクを高める量 

男性：１日純アルコール 40グラム（日本酒 2合）以上の摂取 

女性：1日純アルコール 2０グラム（日本酒 1合）以上の摂取 

  

不明・無回答 9.0

吸っていた 11.7

吸っていなかった 79.3

単位：％ 幼児保護者(n=111)
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●アンケート「飲酒の頻度」 

⚫ 男性が女性よりも高くなっています。また、壮年期以降は割合が高くなっています。 

 

 
●アンケート「１日あたりの飲酒量」 

⚫ 男性が女性よりも高くなっています。青年期が他の年代よりも高くなっています。 

 
  

高齢期（65歳以上）(n=388) 30.4

青年期（20-39歳）(n=187) 12.8

壮年期（40-64歳）(n=465) 30.5

女性(n=549) 11.1

思春期（18-19歳）(n=22) 0.0

成人(n=1,085) 27.0

男性(n=513) 43.2

単位：％ 「ほぼ毎日飲む」+「週３～５日飲む」の割合

0 10 20 30 40 50

高齢期（65歳以上）(n=217) 19.4

青年期（20-39歳）(n=117) 25.6

壮年期（40-64歳）(n=319) 19.4

女性(n=275) 6.2

思春期（18-19歳）(n=1) 0.0

成人(n=666) 20.4

男性(n=378) 31.0

単位：％ 「２～３合未満」+「３合以上」の割合

0 10 20 30 40 50
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１．喫煙・受動喫煙が及ぼす健康への影響に関する知識の普及と禁煙への支援 

 

２．飲酒が健康に及ぼす影響についての知識の普及 

 

 

 

 

・喫煙が及ぼす健康影響について正しく理解しましょう 

・禁煙に取り組みましょう 

・未成年者や妊婦の喫煙・受動喫煙を防止しましょう 

・アルコールが身体に及ぼす影響について正しく理解し、適正飲酒に努めましょう 

・習慣的な飲酒をしないよう休肝日をつくりましょう 

・未成年者や妊産婦、お酒を飲めない人には飲ませない、すすめないようにしましょう 

  

取り組みの方向性 

喫煙は、肺がんをはじめとするがんや、呼吸器疾患、糖尿病、周産期の異常等の原因となっ

ており、受動喫煙によっても、虚血性心疾患、肺がん、乳幼児のぜんそくなどの健康被害が生

じるとされています。 

市民の喫煙する人の割合は減少していますが、喫煙や受動喫煙の健康に及ぼす影響につ

いて、普及啓発を引続き行います。 

習慣的な飲酒、過度のアルコール摂取は、様々な健康障害との関連が指摘されており、ア

ルコール性肝障害、膵炎等の臓器障害、高血圧、心血管障害、がん等に深く関連します。 

市民の生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は、男性は減少傾向ですが

女性は増加している状況から、飲酒をする方だけでなく、20歳未満の方もしくは若年層に対

しても、飲酒による健康影響等について正しい知識の普及啓発を行う必要があります。 

市民の取り組み 
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対象 取り組み内容 主な事業 
担当課 
関係課 

全市民 
喫煙・受動喫煙の害及び適正飲酒につい
て、知識の普及啓発を行います。 

■健康づくり普及啓発事業 

■健康出前講座 

■健康相談 

保健課 

市民課 

妊娠期・ 

乳幼児期 

妊娠中の喫煙・受動喫煙及び飲酒による
胎児や母体への影響について、普及啓発
を行います。受動喫煙による乳幼児への
影響について普及啓発を行います。 

■母子健康手帳交付 

■妊産婦・新生児訪問 

■乳幼児訪問 

■健康相談 

こども未来課 

学童期・ 

思春期 

学校・地域・行政と連携し、たばこの害及
び飲酒、薬物乱用に関する知識の普及啓
発を行います。 

■薬物乱用防止教室 学校教育課 

 

 

 

 

No 項目 区分 

現状値 

令和４(2022) 

年度 

目標値 

令和 17(2035) 

年度 

出典 

１ 妊婦の喫煙者割合の減少  1.5% 0.0% 妊婦一般健康診査 

２ 健診喫煙者の減少 

男性 19.0% 
19.0%以下 

※参考 県目標 健康診査・ 

特定健診 
女性 4.0% 2.0％ 

３ 

生活習慣病のリスクを高

める量を飲酒している人

の割合の減少 

男性 

純アルコール

40ｇ以上の 

摂取者 

14.5% 
11.0% 

※参考 県目標 

健康診査・ 

特定健診 女性 

純アルコール

20ｇ以上の 

摂取者 

22.6％ 11.3％ 

  

具体的な取り組み 

目標 
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５．栄養・食生活（食育推進計画） 

 

 

●アンケート「朝食を食べているか」について 

⚫ 青年期が他の年代よりも低くなっています。 

 

 

●アンケート「１日に２回以上、主食・主菜・副菜をそろえて食べているか」について 

⚫ 青年期、中学生が他の区分よりも低くなっています。 

   

高齢期（65歳以上）(n=388) 89.9

青年期（20-39歳）(n=187) 63.6

壮年期（40-64歳）(n=465) 81.7

中学生(n=256) 82.0

思春期（18-19歳）(n=22) 72.7

幼児保護者(n=111) 93.7

小学生(n=214) 82.2

単位：％ 朝食を食べている割合

0 20 40 60 80 100

壮年期（40-64歳）(n=465) 50.3

高齢期（65歳以上）(n=388) 56.2

思春期（18-19歳）(n=22) 45.5

青年期（20-39歳）(n=187) 30.5

小学生(n=214) 46.3

中学生(n=256) 38.3

成人(n=1,085) 49.0

幼児保護者(n=111) 42.3

単位：％ 「ほとんど毎日食べている」の割合

0 20 40 60 80 100

現状と課題 
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●アンケート「減塩に取り組んでいるか」について 

⚫ 年代が低くなるほど、取り組んでいる割合が低くなっています。 

 
 

●アンケート「外食や食品を買う時に、栄養成分表示を参考にしているか」について 

⚫ 成人、幼児保護者ともに、参考にしていない割合が 50％を超えています。 

 
 

 

●アンケート「食育に関心があるか」について 

⚫ 「関心がある」及び「どちらかというと関心がある」を合わせると 62.3％となり、関心がある割

合は半数を超えています。 

⚫ 「どちらかというと関心がない」「関心がない」が 31.9％となっています。 

 

  

 減塩に取り組んでいる割合

高齢期（65歳以上）(n=388) 62.4

青年期（20-39歳）(n=187) 35.8

壮年期（40-64歳）(n=465) 49.2

思春期（18-19歳）(n=22) 22.7

成人(n=1,085) 51.2

男性(n=513) 43.9

単位：％

0 20 40 60 80 100

女性(n=549) 57.4

成人(n=1,085) 幼児保護者(n=111)

「あまりしていない」+「していない」 65.7

「いつもしている」+「時々している」 40.3

「あまりしていない」+「していない」 55.4

単位：％

0 20 40 60 80 100

「いつもしている」+「時々している」 33.3

関心がある 24.0

どちらかというと関心がある 38.3

単位：％ 成人(n=1,085)

0 20 40 60 80 100

不明・無回答 5.8

どちらかというと関心がない 21.8

関心がない 10.1
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１．規則正しい食習慣の定着 

 

２．栄養バランスのとれた食事の実践 

 

３．地産地消や食文化の伝承を通じた食育の推進 

 

 
 
・1日 3回、規則的に食事をとりましょう 

・バランスの良い食事を、適量食べましょう 

・減塩に取り組みましょう 

・食品栄養表示を参考に、食品を選択しましょう 

・家族や仲間と一緒に、楽しみながら食卓を囲みましょう 
 

 
 

対象 取り組み内容 主な事業 
担当課 
関係課 

妊娠期・ 

乳幼児期 

妊娠中の食事・栄養について啓発しま
す。 

■母子健康手帳交付 

■健康相談 
こども未来課 

乳幼児健康診査において、乳幼児期の
発達段階に応じた食生活の啓発と、食
生活に関する悩みに相談対応します。 

■乳幼児健康診査 

■育児相談 

こども未来課 

保健課 

健康的な食事に関する正しい知識の普
及のため食育教室を実施します。 

■食育教室 

■こども園等での食育講話 

保健課 

こども未来課 

  

取り組みの方向性 

１日３回食事をすることは、健やかな成長を促すとともに、生活習慣病や低栄養を予防する

上でも重要です。特に朝食は、生活リズムを整える観点からも、欠かせないものです。子ども

から大人まで、朝食摂取の習慣を身につけ、１日３回食事ができるよう普及啓発します。 

健康な心身の維持や生活習慣病の予防には、栄養バランスに配慮した食事をとることが必

要です。食塩や糖分、脂質等の過剰摂取は、生活習慣病を引き起こす大きな要因となります。

主食・主菜・副菜をそろえることでバランスがとれることや減塩の工夫などを周知し、生活習

慣病の予防を実践できるよう啓発します。 

 

 

 

年間を通じて多様な食を楽しむことができる一方で、栄養バランスに優れた日本型食生

活、地元の農作物を味わい行事食を楽しむなどの日本の食文化が失われつつあります。学校

や団体等を通じて子どもたちへ食文化に触れる機会を提供し、各家庭での理解や関心が深

まるよう推進します。 

市民の取り組み 

具体的な取り組み 
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対象 取り組み内容 主な事業 
担当課 
関係課 

学童期・ 

思春期 

健康的な食生活に関する正しい知識の
普及啓発を行います。 

■ふくしまっ子ごはんコ
ンテストの推奨 

■栄養技師による授業支援 

学校教育課 

保健課 

関係機関と連携し、地場産物を利用し
た学校給食の提供を推進します。 

■ふくしまっ子栄養教室 学校教育課 

青年期・ 

壮年期 

高齢期 

生活習慣病予防のため食育教室を実施
し、栄養バランスのとれた食事や減塩
に向けた行動支援をします。 

■食育講話 

■働く世代への食育事業 

■健康出前講座 

保健課 

市民課 

食生活に関心を高めてもらうため、イベ
ントや広報誌等で食育の推進を実施し
ます。 

■食育普及啓発事業 保健課 

地場産物を活用したレシピを普及し、地
産地消、食文化の伝承を推進します。 

■地場産品を使ったレシ
ピの作成及び普及 

農林課 

高齢期 
地域の通いの場において、高齢者のフ
レイル状況を把握するとともに、フレイ
ル予防に関する健康教室を実施します。 

■高齢者の保健事業と介
護予防の一体的実施 

市民課 

高齢福祉課 

 

 

 

No 項目 区分 

現状値 

令和４(2022) 

年度 

目標値 

令和 17(2035) 

年度 

出典 

 

朝食を食べている人の 

増加 

乳幼児期 98.3% 増加 乳幼児期： 

３歳児健診 

小中学生： 

教育委員会 

青年期・壮年

期：アンケート 

１ 
小学生・ 

中学生 
97.7% 増加 

 

思春期 

青年期・ 

壮年期 

72.7% 85.0％ 

２ 

主食・主菜・副菜を組み合わ

せた食事を１日２回以上ほ

ぼ毎日食べている人の 

増加 

思春期 

青年期・ 

壮年期 

40.4% 60.0％ アンケート 

３ 
減塩に取り組んでいる人の

増加 
成人 51.7％ 60.0％ アンケート 

４ 
栄養成分表示を参考にして

いる人の増加 
成人 40.4% 45.0％ アンケート 

５ 食育に関心がある人の増加 成人 62.3% 80.0% アンケート 

  

目標 
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６．第２次田村市いのちを支える計画（休養・こころの健康） 

（１）計画策定の背景 

① 国の動向 

平成28(2016)年に自殺対策基本法が改正され、自殺対策は、「生きることの包括的な支援」

として実施されるべきとのことが基本理念として明記されるとともに、誰もが自殺対策に関する

必要な支援を受けられるように、全ての自治体に「自殺対策計画」の策定が義務づけられました。 

令和２(2020)年以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自殺の要因となり得る様々

な問題が悪化したことにより、女性や小中高生の自殺者の増加が問題となりました。このような

状況を受け、政府が推進すべき自殺対策の指針として令和４(2022)年 10月「自殺総合対策大

綱～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～」が閣議決定されました。 

 

【新たな「自殺総合対策大綱」のポイント】 

取り組むべき対策 

〇子ども・若者の自殺対策のさらなる推進・強化 

〇女性に対する支援の強化 

〇地域自殺対策の取り組み強化 

〇総合的な自殺対策のさらなる推進・強化 

 

田村市では、「自殺対策基本法」等に基づき、平成３１(2019)年 3 月に「第 1 次田村市いのち

を支える行動計画」を策定し、自殺対策を推進してきました。この度、「第 1 次田村市いのちを支

える行動計画」が令和５(2023)年度末をもって終了となることから第１次計画での取り組みの

成果と課題、「自殺総合対策大綱」等を踏まえ、さらなる自殺対策の推進のために「第２次田村市

いのちを支える計画」を策定します。 

また、「第２次田村市いのちを支える計画」では、健康増進計画の取り組む分野「休養・こころの

健康」の取り組みと関連性が高いため、健康増進計画及び食育推進計画の取り組みと一体的に

推進します。 

基本施策は、国が取り組むべきとして定める「地域におけるネットワークの強化」、「自殺対策を

支える人材の育成」、「住民への啓発と周知」、「自殺未遂者等への支援の充実」、「自死遺族等へ

の支援の充実」、「児童生徒の SOSの出し方に関する教育」の６つを柱に自殺対策を進めます。 

また、重点施策として、田村市において優先的な課題となる施策「「高齢者対策」、「生活困窮者

対策」、「勤労・経営者対策」の３つに焦点を当て、取り組むこととします。 
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（２）自殺対策の基本的な考え方 

自殺総合対策大綱では、自殺に対する基本認識が明らかにされています。 

田村市における自殺対策については、市の自殺の現状と課題等を踏まえ、次に掲げる基本認

識に基づいて取り組みます。 

 

〇自殺は「誰にでも起こり得る危機」である 

令和３（202１）年８月に厚生労働省が実施した意識調査によると、国民のおよそ１０人に 1

人が「最近１年以内に自殺を考えたことがある」と回答しているなど、これらがコロナ禍での結

果であることを考慮しても自殺の問題は一部の人や地域の問題ではなく、誰もが当事者とな

る可能性があり「誰にでも起こり得る危機」であることを認識する必要があります。 

 

〇自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

自殺は、その多くが様々な悩みが原因で心理的に追い詰められ、自殺以外の選択肢が考え

られない状態に陥ってしまった「追い込まれた末の死」であるということを認識する必要があ

ります。個人の自由な意思や選択の結果ではなく、正常な判断を行えない状態となります。 

 

〇自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題である 

自殺の背景や原因となる様々な要因のうち、失業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的

要因については、制度、慣行の見直しや相談・支援体制の整備等、社会的な取り組みによって

解決が可能です。また、健康問題や家庭問題等一見個人の問題と思われる要因であっても、専

門家への相談やうつ病等の治療について社会的な支援の手を差し伸べることにより解決でき

る場合もあります。自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的な問題であると認識する必要

があります。 

 

〇自殺を考えている人は、何らかのサインを発していることが多い 

死にたいと考えている人も、心の中では「生きたい」という気持ちとの間で激しく揺れ動い

ており、不眠や原因不明の体調不良等、自殺の危険を示すサインを発していることが多いとさ

れています。自殺の危険を示すサインに気づくことが自殺予防につながることを認識する必要

があります。 
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（３）第１次田村市いのちを支える行動計画における取り組みの評価 

第１次田村市いのちを支える行動計画の指標達成度を、下記の分類で整理しました。 

■評価区分 

◎：当初の予定どおり実施できた（80％以上） 〇：おおむね実施できた（60～80％未満） 

△：実施は不十分だった（60％未満） ×：実施できなかった 

取り組みの現状と評価 

No 項目名 
基準値 
平成 30 

（2018）年度 

目標値 
令和５ 

（2023）年度 

現状値 
令和４ 

（2022）年度 
評価 

＜自殺率＞ 

１ 
自殺死亡率※１ 

(令和元(2019)年～令和５(2023)年 ５年間平均） 
32.1 22.5 

32.4 
平成 30(2018)～ 
令和４(2022)年) 

△ 

＜基本施策＞ 

２ 
自殺予防週間/自殺対策月間を知っている
人の割合 

－ 66％ 
37.8％ 

令和５（2023）年 
△ 

３ ゲートキーパーを知っている人の割合 － 33％ 
5.9％ 

令和５（2023）年 
△ 

４ 
各講座や教室でのアンケートで「参加して
よかった」「自殺対策の理解が深まった」
と回答した人の割合 

－ 70％以上 80％ ◎ 

５ 
心の健康づくり、自殺予防に関するリーフ
レット配布、啓発 

600部 1,000 部 1,230 部 ◎ 

６ ゲートキーパー研修開催回数 年 1 回 1 回以上/年 2 回 ◎ 

７ きづく・つなぐ・まもる研修開催回数 － 1 回以上/年 1 回 ◎ 

８ こころの健康セミナー開催回数 年 1 回 1 回以上/年 1 回 ◎ 

９ 「つなぐ」担当者会議開催回数 － 1 回/年 未実施 × 

10 
子育て支援サービスの状況に関する市民ア
ンケートによる満足度 

－ 

「満足」 
「どちらかといえ
ば満足」と回答し
た市民の割合

50％以上 

－ － 

11 遺族のための相談窓口案内の作成・配布 － 
遺族に対して 
配布 100％ 

窓口に設置、一部
配布のみ 

△ 

12 
田村市課長等会議及び田村市健康づくり推
進協議会での計画進行状況の報告 

－ 各１回以上/年 
会議を開催してい
るが計画進行状況
の報告は不十分 

△ 

13 各種協議会・会議開催回数 各 1 回以上/年 各 1 回以上/年 未実施 × 

14 10 代の心を守るための授業 
市内中学６校 
市内高校１校 

現状維持 
市内中学６校 
市内高校１校 

◎ 

＜重点施策＞ 

15 運動サロンの実施場所 50 か所 120か所 51 か所 △ 

16 いきいき健康サポーター数 84 人 120 人 70 人 △ 

17 認知症カフェ 月 1 回 現状維持 

月 1 回 
（4か所） 

内 1 か所コロナ禍
の影響により休止 

◎ 

18 生活困窮者自立相談事業による新規受付件数 72 件 120 件 64 件 △ 

19 
生活困窮者自立支援事業による一般就労支
援対象者数 

12 件 36 件 18 件 △ 

20 地域職業相談室（ALPHA）の相談件数 3,048 件 3,300 件 2,554 件 △ 

21 働く世代のメンタルヘルス実施回数 3 回 5 回 7 回 ◎ 

※１：自殺死亡率（厚生労働省/人口動態統計） 

人口 10 万人あたりの自殺者数。自殺者数/人口（10 月 1 日現在）×100,000 人で算出。 

＜生きる支援関連施策＞ 

令和４(2022)年度に、各課の生きる支援に関連する事業について、進捗状況を確認した結

果は以下のとおりです。 

全 117項目の評価｜◎：67個 〇：34 個 △：３個 ×：13 個  
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（４）基本目標（自殺死亡率※１） 

国の、「自殺総合対策大綱」において、令和８(2026)年までに自殺死亡率を平成 27(2015)

年と比べて、30％以上減少させることを自殺対策の数値目標として定めています。 

この目標を踏まえて、田村市では第１次計画で令和元(2019)年から令和５(2023)年までの

5 年間の平均自殺死亡率を、平成 23(2011)年から平成 27(2015)年までの 5 年間平均の

32.1と比べて、30％減少（22.5）することを目標としていました。 

しかし、平成 30(2018)年から令和４(2022)年の 5 年間平均自殺死亡率は 32.4 となるな

ど、達成が困難な状況です。 

第２次計画では、引き続き平成３０（２０１８）年から令和 4 年（２０２２）年までの 5 年間平均の

32．４と比べて、30％減少（22.7）を目指します。 

 

 

 

平均５年間の自殺死亡率の減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：自殺死亡率（厚生労働省/人口動態統計） 

人口 10 万人あたりの自殺者数。自殺者数/人口（10 月 1 日現在）×100,000 人で算出。 

 

  

 

現状値 

32.４ 
平成 30(2018)年から令和４(2022)
年までの 5年間平均自殺死亡率 

第２次計画 目標 

22.7 

30％減少を目指す 
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（５） 自殺の現状と関連するデータ（自殺のデータ、アンケート結果等） 

① 自殺死亡率の年次推移 

⚫ 自殺死亡率は国・県ともに減少傾向となっています。 

⚫ 田村市では増減がありますが、国、県と比較し高い数値で推移しています。 

■自殺死亡率の年次推移（人口 10万対）（資料｜厚生労働省 人口動態統計） 

 
  ※自殺死亡率 ： （自殺者数 / 人口(10月１日現在)）×100,000人 

② 5年間平均自殺死亡率 

⚫ ５年間平均の自殺死亡率は、全国よりも上回っています。 

⚫ 「第１次田村市いのちを支える行動計画」の数値目標は平成 23(2011)年から平成

27(2015)年までの５年間平均自殺死亡率 32.1 と比べて 30％減少させる 22.5 を目標

にしておりましたが、平成 30(2018)年から令和４(2022)年までの 5 年間平均自殺死亡

率は 32.4と目標値を達成していません。 

■５年間平均自殺死亡率（総数）の年次推移（人口 10万対）（資料｜厚生労働省 人口動態統計） 
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(2019)

年
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年
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(2022)

年

田村市 35.4 30.8 33.9 37.0 23.4 34.3 18.8 43.6 30.6 17.1 43.6 26.6

福島県 25.2 21.8 21.6 21.7 21.5 18.3 20.1 19.5 18.1 19.5 18.5 19.3

全国 22.9 21.0 20.7 19.5 18.5 16.8 16.4 16.1 15.7 16.4 16.5 17.4
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⚫ 男女別の５年間平均自殺死亡率は、田村市の男女ともに全国を上回っています。 

⚫ 特に男性は、高い数値で推移しています。 

■5年間平均自殺死亡率（男女別）の年次推移（人口 10万対）（資料｜厚生労働省 人口動態統計） 

 

 

③ 男女別自殺者数の推移 

⚫ 性別の自殺者数は、男性が女性を上回っています。 

⚫ 男性は増減があり、女性は概ね横ばいで推移しています。 

■性別自殺者数の推移（資料｜厚生労働省 人口動態統計） 
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④ 男女別・年代別死亡状況 

１ 性・年代別の自殺者割合 

⚫ 男性の年代別自殺者割合は、高齢層になるほど高くなる傾向にあります。 

⚫ また、２０歳未満、50歳代、70歳代、80歳以上で全国を上回っています。 

■男性の年代別自殺者割合 （平成 30(2018)年～令和４(2022)年平均） 

（資料｜いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2023」） 

 

 

⚫ 女性の年代別自殺者割合は、80歳以上が最も高く、全国を大幅に上回っています。 

■女性の年代別自殺者割合 （平成 30(2018)年～令和４(2022)年平均） 

（資料｜いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2023」） 
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２ 性・年代別の自殺死亡率（人口 10万対） 

⚫ 男性の年代別自殺死亡率は、60 歳代を除く全ての年代で国よりも上回っており、高齢層は

大幅に上回っています。 

■男性の年代別自殺死亡率(人口 10万対) （平成 30(2018)年～令和４(2022)年平均） 

（資料｜いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2023」） 

 

 

⚫ 女性の年代別自殺死亡率は、80歳以上が最も高く、５０歳代、６０歳代を除く全ての年代で国

よりも上回っています。 

■女性の年代別自殺死亡率(人口 10万対) （平成 30(2018)年～令和４(2022)年平均） 

（資料｜いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2023」） 
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⑤ 性・年齢・職業・同居人の有無別にみた自殺者割合・自殺死亡率 

⚫ 男性の年齢・職業・同居人の有無による自殺者割合は「60 歳以上・無職・同居」、次に「４０～５９

歳・有職・同居」が国より高くなっています。 

⚫ 自殺死亡率は「40～59歳・無職・独居」が他の区分よりも大幅に高くなっています。 

■男性の年齢・職業・同居人の有無別にみた自殺者割合・自殺死亡率(人口 10 万対) （平成 30(2018)年～令和４(2022)年合計） 

（資料｜いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2023」） 

 

⚫ 女性の年齢・職業・同居人の有無による自殺者割合は「60 歳以上・無職・同居」、次に「20～39

歳・無職・同居」が国より高くなっています。 

■女性の年齢・職業・同居人の有無別にみた自殺者割合・自殺死亡率(人口 10 万対) （平成 30(2018)年～令和４(2022)年合計） 

（資料｜いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2023」） 
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⑥ 有職者の自殺の内訳 

⚫ 平成 29(2017)年～令和３(2021)年の５年間の自殺者の合計は５１人ですが、そのうち有職

者の自殺者は１５人（２９．4％）でした。 

⚫ 有職者の自殺の内訳は、合計 15人のうち、被雇用者・勤め人が１４人と約９割を占めています。 

⚫ 被雇用者・勤め人の自殺者割合が、自営業者よりも高く、国より上回っています。 

■有職者の自殺の内訳 （平成 29(2017)年～令和３(2021)年合計 左図：田村市の自殺者数及び自殺者割合 右図：田村市

及び全国の自殺者割合） （資料｜いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 2022」） 

 

 

 

 

⚫ 有職・無職者の自殺者割合は、無職者が有職者よりも高くなっています。 

⚫ 有職者の自殺者割合は国よりも下回っていますが、無職者の自殺者割合は国よりも上回ってい

ます。 

■有職・無職者の自殺の内訳 （平成３０(201８)年～令和４(202２)年合計 左図：田村市自殺者数及び自殺者割合 右図：田村

市及び全国の自殺者割合） （資料｜いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 202３」） 
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⑦ 地域の事業所規模別事業所/従業者割合 

⚫ 田村市は従業者数が「19 人以下」の事業所割合が約９割を超え、小規模事業所が多いことがうかが

えます。 

■地域の事業所規模別事業所/従業者の割合（資料｜総務省：平成 28(2016)年経済センサス） 

 

 総数 
１～ 
４人 

５～ 
９人 

10～ 
19 人 

20～ 
29人 

30～ 
49人 

50～ 
99人 

100人
以上 

出向・派
遣従業者
のみ 

事業所数 
（ヵ所） 

1,655 1,046 297 186 51 28 34 11 2 

従業者数 
（人） 

13,079 2,229 1,881 2,484 1,202 1,081 2,289 1,913 - 

 

⚫ 労働者数が50人未満の小規模事業所ではメンタルヘルス対策に遅れがあることが指摘されていま

す。 

⚫ いのちを支える取り組みを推進する上でも地域の関係機関との連携による小規模事業所への働き

かけが望まれます。  
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⑧ 自殺の特徴について 

⚫ 自殺者の特性では、男性及び 60 歳以上が上位を占めています。また、「有職」よりも「無職」の割

合が上位を占めています。 

⚫ 第１次田村市いのちを支える行動計画策定時（平成 24(2012)年～平成 28(2016)年合計）の

自殺者の割合と比較して、女性 60 歳以上無職同居、男性 40～59 歳の有職同居、男性２０～３

９歳有職同居の割合が増えています。 

■田村市の主な自殺者の特徴（平成３０(201８)年～令和４(202２)年合計） 

（資料｜いのち支える自殺対策推進センター「地域自殺実態プロファイル 202３」） 

自殺者の特性上位５区分 割合 
自殺死亡率＊１

(10 万対) 
背景にある主な自殺の危険経路＊２ 

１位:男性 60歳以上無職同居 24.6％ 92.3 
失業（退職）→生活苦＋介護の悩み

（疲れ）＋身体疾患→自殺 

２位:女性 60歳以上無職同居 15.8％ 32.2 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

３位:男性 40～59歳有職同居 10.5％ 34.6 

配置転換→過労→職場の人間関係

の悩み＋仕事の失敗→うつ状態→

自殺 

４位:男性 20～39歳有職同居 8.8％ 42.1 
職場の人間関係／仕事の悩み→パ

ワハラ＋過労→うつ状態→自殺 

５位:男性 40～59歳無職同居 5.3％ 170.2 
失業→生活苦→借金＋家族間の不

和→うつ状態→自殺 

順位は自殺者数の多い順で、自殺者が同数の場合は自殺率の高い順としています。 

＊１ 自殺死亡率の算出に用いた人口は、総務省「令和 2 年国勢調査」就業状態等基本集計を基に自殺総合対策

推進センターにて推計しています。 

＊２ 「背景にある自殺の危険経路」は、ライフリンク「自殺実態白書2013」を参考に推定したものであり、自殺者

の特性別にみて代表的と考えられる経路の一例を示しています。 
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⑨ 市民アンケート調査結果 

健康増進計画、食育推進計画及び自殺対策計画を策定するにあたり、市民アンケート調査を実施

し、市民意見を聴取しました。 

 

【アンケート結果の見方】 

◇グラフ及び表の「ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限

定条件に該当する人）を表しています。ｎには、無回答者数なども含み、内訳の合計と一致しな

い場合があります。 

◇本文中の設問の選択肢は簡略化している場合があります。 

◇回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２

位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）

であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。このことは、本報告書内の分析文、

グラフ、表においても反映しています。 

 

＜中学生＞ 

●自分のことが好きかについて 

⚫ 「あまり好きでない」「ぜんぜん好きではない」人が 43.４％となっています。 

⚫ 心の健康を維持するために、自己肯定感を高める取り組みが必要です。 

 

●ストレスや悩みがあるとき誰に相談しているかについて 

⚫ 中学生で「誰にも相談しない」人が２５％となっています。 

⚫ 困難やストレスに直面した際は信頼できる人に助けを求めること、ＳＯＳの出し方に関する教育

を推進していく必要があります。 

  

不明・無回答 0.0

あまり好きではない 38.3

ぜんぜん好きではない 5.1

とても好き 12.5

わりと好き 44.1

単位：％ 中学生(n=256)

0 20 40 60 80 100

不明・無回答 1.2

誰にも相談しない 25.0

その他 0.8

親や兄弟など家族 53.5

インターネット 5.1

友達や先輩 53.1

先生やスクールカウンセラー 10.5

単位：％ 中学生(n=256)

0 20 40 60 80 100
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●悩みを相談できる窓口があることを知っているかについて 

⚫ 「知らない」が 38.7％となっています。心の健康や相談窓口について、周知を強化していくこと

が必要です。 

 
 

●いつもとっている睡眠時間で休養はとれていると思うかについて 

⚫ 「不足がちである」「不足である」が２１．８％となっており、自身で睡眠の質と量を確保するため

の情報発信が必要です。 

 

  

不明・無回答 0.0

知っている 61.3

知らない 38.7

単位：％ 中学生(n=256)

0 20 40 60 80 100

不明・無回答 0.0

不足がちである 19.1

不足である 2.7

十分である 19.1

まあとれている 59.0

単位：％ 中学生(n=256)

0 20 40 60 80 100
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＜成人＞ 

 

●１ヶ月間の不安、悩み、苦労、ストレスの有無 

⚫ ストレスが「大いにある」「多少ある」人は全体で６１．４％となっています。 

⚫ 高齢期と比較し、その他のライフステージではストレスがある割合が高くなっています。 

■成人全体・性別 

 

■ライスステージ別 

 
 

●不安、悩み、苦労、ストレスなどを処理できているかについて 

⚫ 「十分できている」「なんとか処理できている」人は、全体で 64.1％となっています。 

⚫ 自分のストレスに早期に気づき対処できる知識の普及、ライフステージに合わせた情報発信によ

る相談窓口の周知が必要です。 

■成人全体・性別 

 

■ライスステージ別 

 

 

  

女性(n=549) 67.0

成人(n=1,085) 61.4

男性(n=513) 55.6

単位：％ 「大いにある」+「多少ある」の割合

0 20 40 60 80 100

思春期（18-19歳）(n=22) 72.7

青年期（20-39歳）(n=187) 67.9

単位：％ 「大いにある」+「多少ある」の割合

0 20 40 60 80 100

壮年期（40-64歳）(n=465) 69.0

高齢期（65歳以上）(n=388) 48.7

女性(n=549) 67.4

成人(n=1,085) 64.1

男性(n=513) 61.2

単位：％ 「十分できている」+「なんとか処理できている」の割合

0 20 40 60 80 100

壮年期（40-64歳）(n=465) 62.6

高齢期（65歳以上）(n=388) 68.8

思春期（18-19歳）(n=22) 63.7

青年期（20-39歳）(n=187) 60.9

単位：％ 「十分できている」+「なんとか処理できている」の割合

0 20 40 60 80 100
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●相談できる人がいる人 

⚫ 「いいえ」と回答した人（相談できる人がいない人）が２６．３％となっています。悩みを誰にも相

談できず、閉じこもり傾向になることを防ぐため、関係機関と連携して、地域交流の機会や社会

参加の機会の充実を図ることが必要です。 

■成人全体・性別 

 
■ライスステージ別 

 
 

●相談窓口を知っている人 

⚫ 知らない人が３０．７％となっています。心の健康や相談窓口について、周知を強化していくこと

が必要です。 

 
 

●「自殺予防週間」「自殺対策強化月間」「ゲートキーパー」の認知度 

⚫ 自殺総合対策大綱では、国民の３人に１人が「ゲートキーパー」について聞いたことがあるように

することを目指しています。市のアンケート結果ではゲートキーパーについて知っていると回答

した方は５．９％と低いため、様々な機会に周知していく必要があります。 

  

はい 68.0

いいえ 26.3

単位：％ 成人(n=1,085)

0 20 40 60 80 100

不明・無回答 5.7

壮年期（40-64歳）(n=465) 69.2

高齢期（65歳以上）(n=388) 62.9

学童期・思春期（18-19歳）(n=22) 77.3

青年期（20-39歳）(n=187) 75.9

単位：％ 「はい」の割合

0 20 40 60 80 100

知っている 64.8

知らない 30.7

単位：％ 成人(n=1,085)

0 20 40 60 80 100

不明・無回答 4.5

ゲートキーパー（自殺のサインに気づ

き、適切な対応をとれる人）
5.9

不明・無回答 66.3

自殺予防週間（9月10日～16日） 23.0

自殺対策強化月間（3月） 14.8

単位：％ 成人(n=1,085)

0 20 40 60 80 100
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●こころの病気を知っている人 

⚫ こころの病気について、うつ病では、「全く知らない」「病名は聞いたことがあるがよくわからな

い」が４７.0％、統合失調症では「全く知らない」「病名を聞いたことがあるがよくわからない」人

が７４.0％となっており、特に統合失調症について理解が不足していることがうかがえます。精

神疾患に対する正しい理解を促すためにも、引き続き啓発活動や情報提供が必要です。 

■【うつ病】 

 

■【統合失調症】 

 
 

●いつもとっている睡眠時間で休養はとれていると思うかについて 

⚫ 「不足しがちである」「不足である」人が 28.3％となっており、自身で睡眠の質と量を確保する

ための情報発信が必要です。 

 
 

 

 

 

  

知っている 50.3

不明・無回答 2.7

全く知らない 5.0

病名は聞いたことがあるがよくわから

ない
42.0

単位：％ 成人(n=1,085)

0 20 40 60 80 100

知っている 22.0

不明・無回答 4.0

全く知らない 21.9

病名は聞いたことがあるがよくわから

ない
52.1

単位：％ 成人(n=1,085)

0 20 40 60 80 100

不明・無回答 2.0

不足しがちである 22.2

不足である 6.1

十分である 12.5

まあとれている 57.1

単位：％ 成人(n=1,085)

0 20 40 60 80 100
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（６）いのちを支える取り組み 

国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」において、全ての自治体で取り組むことが望ましい

とされた「基本施策」と、地域の自殺の実態を詳細に分析した地域自殺実態プロファイルにより示

された「重点施策」を組み合わせ、地域の特性に応じた実効性の高い施策を推進していきます。 

また、庁内の多様な既存事業を「生きることを支える取組」と位置付け、より包括的・全庁的にい

のちを支える取り組みを推進していきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

６つの「基本施策」 

１．地域におけるネットワークの強化 

２．自殺対策を支える人材の育成  

３．住民への啓発と周知 

４．自殺未遂者等への支援の充実 

５．自死遺族等への支援の充実 

６．児童生徒の SOS の出し方に関する教育  

 

 

 

誰も自殺に追い込まれることのない田村市 

３つの「重点施策」 

１．高齢者対策 

２．生活困窮者対策 

３．勤労・経営者対策 

 

 

 

 

 

生きる支援関連施策 

既存事業を自殺対策（地域づくり）の観点から捉え直し、 

様々な課題に取り組む各課、各組織の事業と連携 
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（７） 基本施策 

１．地域におけるネットワークの強化 

 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
田村市健康づくり

推進協議会 

関係各種団体の代表が集まる会議において、市

の自殺対策に関する協議を行います。 
保健課 

２ 
自殺対策計画進捗

状況確認 

自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携

と協力により、自殺対策を総合的に推進します。 
全課 

３ 
相談支援体制の 

充実 

精神保健に課題を抱える者の心身の状態に応じ

た保健・医療・福祉・住まい・就労等包括的な支

援を行えるように関係機関と連携の強化を図り

ます。 

保健課 

社会福祉課 

高齢福祉課 

こども未来課 

４ 

田村市障害者地域

総合支援協議会・

各専門部会 

障害のある人が地域で自立した生活ができるよ

う、地域における相談支援体制の充実を図りま

す。また、医療、保健、福祉、教育、就労等に関係

する機関との連携を図ります。 

社会福祉課 

こども未来課 

保健課 

高齢福祉課 

学校教育課 

５ 
田村市要保護児童

対策地域協議会 

虐待が疑われる児童生徒や、支援対象家族で自

殺リスクが高いと思われる保護者等について、

早期支援につなげられるよう、関係機関の連絡

体制の強化を図ります。 

こども未来課 

学校教育課 

６ 

田村市虐待等防

止・権利擁護連絡

会 

高齢者・障害者の虐待、配偶者からの暴力の防

止策の推進及び権利擁護に関し、関係機関と協

力連携し虐待や暴力の防止並びに適切な支援に

つなげます。 

高齢福祉課 

社会福祉課 

こども未来課 

  

自殺には、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題のほか、地域・職場の様々な要因

が関係しています。「誰も自殺に追い込まれることのない田村市」を実現するために、精神

保健的な視点だけでなく、様々な分野の施策との有機的な連携・協力を図り、自殺対策を

総合的に推進します。 
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２．自殺対策を支える人材の育成 

 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
市職員を対象にし
たゲートキーパー
養成講座 

地域住民の自殺の危険を示すサインに気づき、
適切な対応を図ることができる「ゲートキーパ
ー」の役割を担う人材を養成するため、住民の
身近な窓口となっている市職員を対象にしたゲ
ートキーパー養成講座を実施します。 

保健課 
総務課 

２ 
教員等を対象とし
たゲートキーパー
養成講座 

児童生徒が発言する SOS のサインに気づき、
見守りながら相談支援機関につなぐことができ
る「ゲートキーパー」の役割を担う人材を養成す
るため、教員等を対象としたゲートキーパー養
成講座を実施します。 

保健課 
学校教育課 

３ 

民生児童委員・福
祉関係者を対象に
したゲートキーパ
ー養成講座 

高齢者、障害者の自殺の危険を示すサインに気
づき、適切な対応を図ることができる「ゲートキ
ーパー」の役割を担う人材を養成するために、
民生児童委員、ケアマネ―ジャー、相談員等福祉
関係者を対象にしたゲートキーパー養成講座を
実施します。 

保健課 
高齢福祉課 
社会福祉課 

４ 

一般市民、各種団
体を対象にしたゲ
ートキーパー養成
講座 

一般市民、日頃から地域住民と接する機会が多
い商工会員、地域ボランティア団体等に、相談
者やその家族の変化に気づき、本人の気持ちに
耳を傾け、早めに専門機関へ相談を促し、日々
の生活の中で寄り添いながら見守っていく役割
を担っていけるよう、ゲートキーパー養成講座
を実施します。 

保健課 

５ 
精神障害者 
家族支援事業 

NPO法人銀河の森福祉会と共催し「こころの健
康教室」を開催します。自殺の要因の一つであ
る精神疾患や、自殺に対する誤解や偏見を取り
除き、心の健康や自殺に関する正しい知識等に
ついて理解を深めるための教室を開催します。 

保健課 
社会福祉課 

６ 
精神保健福祉に関
する研修会受講の
推進 

精神保健に係る相談支援体制の充実を図るた
めに、専門職か否かに関わらず、精神保健に関
する知識等の水準を引き上げ、潜在的なニーズ
に気づく力を備えるため、関係職員等へ様々な
研修の機会を設けます。 

保健課 
総務課 

  

自殺予防には悩みや課題を抱えた自殺のリスクが高い人を早期発見し、対応していくこ

とが重要です。家族や友人、職場の同僚、周囲の身近な人が、悩んでいる人に気づき、声を

かけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る「ゲートキーパー」として活動ができるよう

必要な研修の機会を確保し、市民一人ひとりの意識を醸成します。 

また、「ゲートキーパー」について広報誌や各種教室での周知等様々な機会に普及啓発し

ます。 
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３．住民への啓発と周知 

 

 

No 
事業と施策の方

向 
取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
広報誌・ホームペ
ージ等を通じた広
報活動 

自殺予防週間（９月）、自殺対策強化月間（３月）
にあわせて、心の健康に関する啓発活動を行い
ます。また、相談窓口については通年周知を図
ります。 

保健課 

２ 
図書館でコーナー 
設置 

自殺予防週間（９月）、自殺対策強化月間（３月）
にあわせて、こころの健康に関する書籍紹介や
展示等を行います。 

保健課 
生涯学習課 

３ 
心の健康・自殺予
防に関するリーフ
レット等の配布 

市民一人ひとりが心の健康やうつ病等病気に
ついて理解できるよう、様々な機会にリーフレ
ットなどを配布します。また、児童生徒、妊産
婦、障害者、高齢者など対象に合わせた啓発も
行います。 

保健課 
社会福祉課 
こども未来課 
高齢福祉課 
学校教育課 
市民課 

４ 
各種イベントにお
ける啓発等 

自殺対策（生きることの包括的な支援）に関連
するブースの展示、啓発資材の配布などを行い
市民へ周知を図ります。 

保健課 
生涯学習課 

５ 
こころの健康 
セミナー 

ストレスへの早期の気づきと対処法、自殺の要
因の一つである精神疾患や、自殺に関する正し
い知識等について理解を深めるためのセミナー
を開催します。 

保健課 

６ 
健康出前講座等 
各種健康教室 

健康相談や健康教育の機会に、ストレスへの早
期の気づきと対処法、相談窓口、良質な睡眠を
とるための生活習慣について普及啓発します。 

保健課 
高齢福祉課 
市民課 

７ 
妊産婦訪問 
乳幼児健診等 

妊産婦訪問、乳幼児健診等母子保健事業で保護
者のメンタルヘルスについて、普及啓発します。 
また、相談窓口を周知します。 

こども未来課 

  

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人の

心情や背景が理解されにくい現実があります。そうした心情や背景への理解を深めること

も含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適切であるということが社会

全体の共通認識となるよう、積極的に普及啓発を行います。 

市民アンケート調査結果により、普及啓発が必要な以下の内容について周知を強化しま

す。 

①自分のストレスに早期に気づき、対処できる知識の普及 

②ライフステージに合わせた情報発信による相談窓口の周知 

③うつ病等、病気への理解促進 

④良質な睡眠をとるための生活習慣について知識の普及 
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４．自殺未遂者等への支援の充実 

 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
県中地域自殺対策
連絡協議会での連
携 

県中地域自殺対策連絡協議会にてそれぞれの地
域の実情を共有するとともに、関係機関と連携し
自殺未遂者の精神的ケア及び生活支援等を行い
ます。 

保健課 

２ 
関係機関の 
連携強化 

自殺未遂者の支援方針を、関係機関と連携を強
化し検討するなど、チームで支援します。 

保健課 
社会福祉課 
こども未来課 
高齢福祉課 
学校教育課 

 

５．自死遺族等への支援の充実 

 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
遺族のための相談

窓口案内 

死亡届を行った全ての遺族の方に心の健康、相

談窓口等が記載されたリーフレットを配布しま

す。 

保健課 

市民課 

２ つどいの案内 

遺族が死別による悲嘆と向き合い回復の道を歩

むために、「自死遺族のつどいの場」を周知しま

す。 

保健課 

３ 

自死遺族・遺児等

支援に関する研修

会等への参加 

自死遺族・遺児等の支援に関わる職員、関係機

関が研修会等に参加し、自死遺族等のおかれた

状況を理解し支援力の向上を図ります。 

保健課 

社会福祉課 

こども未来課 

学校教育課 

  

自殺未遂者は、再び自殺しようとするリスクが高いと言われています。 

地域において本人や家族が継続して支援が受けられるようにするため、関係機関と有

機的な連携体制の構築を図っていきます。 

自殺は突然の死であり、遺族等は様々な感情や思いを抱きます。それは怒りから自責

の念、罪悪感、否認、混乱や拒絶等幅広いものです。自死遺族等は「健康不安」「日常生活

上の困難」「残された借金」「過労死等での裁判」「子どもの養育」「親族間の問題」といった

保健、医療、心理、福祉、経済、法律等に関わる様々な問題を複合的に抱えています。自死

遺族等支援に関わる場合は、自死遺族等のおかれた状況を理解し、丁寧な支援を行う必

要があります。 

遺族への情報提供等の支援を図るとともに、自殺への偏見による遺族の孤立防止を図

るために、「自殺は誰にでも起こり得る危機」等、自殺の基礎知識について市民に普及啓

発を図ります。 
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６．児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
１０代の心を守る

ための授業 

児童生徒が、ストレスに直面した時の対処方法や

SOSの出し方を学ぶための教育を推進します。 

保健課 

学校教育課 

２ 

児童生徒・保護者

向けリーフレット

の配布 

心の健康や相談窓口に関するパンフレット等を

配布し、心の健康や命の大切さについて関心を

高めます。 

保健課 

学校教育課 

３ 

教員等を対象とし

たゲートキーパー

養成講座の実施 

（再掲） 

児童生徒が発言する SOSのサインに気づき、見

守りながら相談支援機関につなぐことができる

「ゲートキーパー」の役割を担う人材を養成する

ため、教員等を対象としたゲートキーパー養成講

座を実施します。 

保健課 

学校教育課 

４ 思春期保健教室 
児童生徒が、いのちの大切さを実感できる教育

を推進します。 
学校教育課 

５ 
いじめ・不登校対

策研修会 

いじめ・不登校の未然防止について研修し、重大

な事案に至らないための指導の共有化を図りま

す。 

学校教育課 

６ 
児童生徒の支援体

制の強化 

不登校やいじめ等問題行動及びハイリスク児童

生徒の早期発見と適切な対応を促進するため、

スクールソーシャルワーカーや心の教室相談員

等関係機関が連携して包括的な支援に努めま

す。 

学校教育課 

  

全国の自殺者数は、近年、全体としては減少傾向にあるものの、小中高生の自殺者は

増えており、令和４(2022)年には過去最多となっています。また、若年層の死因に占め

る自殺の割合は高く、若年層の自殺対策が課題となっています。 

田村市の 20 歳未満の自殺死亡率（過去５年間平均）は全国と比較し高い数値となっ

ていることから、自殺対策を重点的に取り組む必要があります。児童生徒が心の健康や

命の大切さについて理解し、困難やストレスに直面した際は信頼できる大人に助けの声

をあげられることを目標にＳＯＳの出し方に関する教育を推進していきます。 

また、子どもが発信するサインを大人が正しく受け止めることができる体制を構築して

いきます。 
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（８） 重点施策 

１．高齢者対策 

 

 

① 包括的な支援のための連携推進 

保健、医療、福祉などに関する様々な関係機関や団体などの連携を推進し、包括的な支援

体制を整備します。 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
地域包括支援セン
ター運営 

地域包括支援センターが中核となり、各種福祉
サービスの調整を図ります。 

高齢福祉課 

２ 地域ケア会議 

地域の高齢者が抱える問題だけでなく、自殺対
策の視点も加えて個別支援の充実を図るととも
に、地域包括支援センターなどの関係機関と連
携し、地域課題の発見、その解決策の検討を行
います。 

高齢福祉課 

３ 
田村市虐待等防
止・権利擁護連絡
会（再掲） 

高齢者・障害者の虐待、配偶者からの暴力の防
止策の推進及び権利擁護に関し、関係機関と協
力連携し虐待や暴力の防止並びに適切な支援に
つなげます。 

高齢福祉課 

社会福祉課 

こども未来課 

４ 
田村市支え合う地
域づくり協議体 

社会福祉協議会などの関係機関と連携し、地域
の支え合いの仕組みづくりの一つとして、地域
住民・各種団体により協議体を設置することで、
地域におけるネットワークの強化を図ります。 

高齢福祉課 

保健課 

  

田村市では、男女ともに「60歳以上無職同居」の自殺者の割合が全国と比較し有意に

高い状況です。高齢者は、高齢化に伴う身体機能の低下や社会とのつながりの希薄化な

どから、閉じこもりがちになり、心身の健康に影響を及ぼす傾向があります。 

高齢者の孤立・孤独を防ぐための居場所づくり、生きがいづくりの促進として、地域交

流の機会や社会参加の機会の充実を図るなど、保健、医療、福祉など様々な関係機関や

団体等の連携を推進し、包括的支援としての施策の推進を図ります。 
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② 地域における要介護者に対する支援 

要介護者やその家族のみならず、介護従事者の不安や負担が軽減できるよう、関係機関が

連携し包括的な支援を提供していきます。 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
介護相談員派遣事
業 

介護サービス利用者及び家族の疑問、不満また
は不安の解消を図り、事業所の介護サービスの
質的な向上を図ります。 

高齢福祉課 

２ 
在宅医療・介護連
携推進事業 

地域の医療・介護・福祉関係者で在宅医療・介護
連携の課題についての対応策の検討を行い、医
療と介護を一体的に提供できる取り組みを推進
します。 

高齢福祉課 

保健課 

市民課 

３ 認知症カフェ 

認知症の当事者やその家族、介護従事者が悩み
を共有したり、情報交換したり、気分転換を図れ
る場の提供を推進するため、地域包括支援セン
ターや介護事業所等へ働きかけます。 

高齢福祉課 

 

③ 高齢者の健康不安に対する支援 

高齢者の自殺原因として最も多いうつ病を含めた健康問題について、関係機関が連携しな

がら相談体制を強化します。 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
各種健康教室 
介護予防教室等 

介護予防、うつ予防等の知識普及のため、健康
相談及び健康教育を行い、健康維持を図りま
す。 

高齢福祉課 
市民課 
保健課 

２ 成年後見支援事業 

判断能力が不十分な高齢者や家族に対し、成年
後見についての相談や手続きを手伝い、権利擁
護センターと連携し権利擁護や成年後見制度の
利用手続きなどに関する相談に応じます。 

高齢福祉課 

３ こころの健康相談 
臨床心理士によるこころの健康相談を行うこ
とで、不安の軽減を図るともに、早期治療につ
なげます。 

保健課 

４ 
高齢者の保健事業
と介護予防の一体
的事業 

関係部署、包括支援センター等と連携を図り、
心身の機能低下予防を実施します。 

市民課 

５ 
消費生活センターの
運営 

安心安全な消費生活を送れるように、消費トラ
ブルを未然に防ぐための啓発活動や消費生活
に関する相談に幅広く応じます。 

生活安全課 
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④ 社会参加の強化と孤独・孤立の予防 

寿命の延伸、ライフスタイルの変化により、高齢世帯、高齢者単独世帯が増加しており、孤

独・孤立を予防するためにも、高齢者の社会活動への参加を促進します。 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
高齢者の社会参加
の推進 

社会福祉協議会などの関係機関と連携し、住
民主体の通いの場づくりを支援します。 
また、参加者同士の交流を通し、介護予防を図
ります。 

市民課 

高齢福祉課 

２ 
介護予防にかかわる
人材の育成 

介護予防活動を率先して行うことができる人
材を育成し、地域における自発的な活動が実
施できるよう支援します。 

市民課 

高齢福祉課 

３ 
有償ボランティアの
養成 

社会福祉協議会と連携し、住民同士の支え合
い活動を提供する有償ボランティアを養成しま
す。 

高齢福祉課 

４ 
認知症サポーター養
成講座 

地域包括支援センターで、地域や職域におい
て、認知症サポーターを養成し、認知症の人や
家族を支援する地域づくりを推進します。 

高齢福祉課 

５ 
老人クラブ活動助成
事業 

生きがい対策として老人クラブ活動に対し、助
成・支援を行います。 

高齢福祉課 

６ 公民館事業 
参加者同士の交流を促進し、様々な市民が気
軽に集える事業を展開し、居場所づくりや生き
がいの創出につなげます。 

生涯学習課 
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２．生活困窮者対策 

 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
高額医療に関する
こと 

当人や家族にとって負担が大きい高額医療に
関する申請の際、生活面で深刻な問題を抱えて
いたり困難な状況にあったりする場合には、適
切な機関につなぐなどの役割を担います。 

市民課 

２ 市税等の納税相談 

病気や失業などやむを得ない理由で納税が困
難な市民の生活状況を聞き取り、納税方法など
の相談に応じます。必要に応じて関係機関につ
なぎます。 

税務課 

３ 支援調整会議 
社会福祉協議会と連携し、相談支援、生活支援
のほか、対象者一人ひとりの困りごとに合わせ
た支援を行います。 

社会福祉課 

保健課 

４ 
生活保護に関する
相談 

相談者やその家族が抱える問題を把握し、必要
に応じて適切な支援先につなげます。 

社会福祉課 

５ 
生活困窮者自立相
談支援 

社会福祉協議会と連携し、相談支援、就労支
援、家計支援のほか、対象者一人ひとりの困り
ごとに合わせた支援を行います。 

社会福祉課 

保健課 

６ 
心配ごと相談・法
律相談 

生活上の様々な相談を受ける中で、適切な相談
窓口を紹介したり、必要に応じて関係機関につ
なげます。 

社会福祉課 

７ 
ひとり親家庭への 

支援 

医療費の助成や手当の支給をはじめ、自立支援
事業や相談業務を通じて、生活の安定や児童の
福祉の増進を図ります。 

こども未来課 

８ 市営住宅制度 

市営住宅の居住者や入居申込者は、生活困窮や
低収入など生活面で困難や課題を抱えている
人が少なくないため、必要に応じて適切な支援
先につなげます。 

都市計画課 

９ 就学援助制度 
経済的理由により通学が困難と認められる世
帯に対し、学用品等の費用の一部を援助するこ
とで、学習支援を行います。 

学校教育課 

10 生活安定対策事業 
地域職業相談室（ALPHA）、福島県広域雇用促
進協議会事業の利用を促すとともに、就労に関
する情報提供を行います。 

商工課 

  

生活困窮者はその背景として、虐待、性暴力被害、依存症、性的マイノリティ、知的障

害、発達障害、精神疾患、被災避難、介護、多重債務等の多様かつ広範な問題を複合的に

抱えていることが多く、経済的に困窮に加えて社会から孤立しやすいという傾向があり

ます。 

生活困窮に至る可能性のある者が自殺に至らないように、生活困窮者自立支援制度

の自立相談支援等と連動させて効果的な対策を進めていきます。 
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３．勤労・経営者対策 

 

 

No 事業と施策の方向 取り組み内容 担当課・関係課 

１ 
働く世代のメンタ
ルヘルス事業 

企業や商工会等に講師を派遣し、ストレスセルフ
ケア、ラインケア等について学習する機会を提供
します。 

保健課 

２ 
ワーク・ライフ・バラ
ンスについての広
報・啓発 

福島県次世代育成支援企業認証制度を活用し、
女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの推
進に取り組む事業所が増加するように情報提供
を行います。 

商工課 

社会福祉課 

３ 
こころの健康相談
（再掲） 

臨床心理士によるこころの健康相談を行うこと
で、不安の軽減を図るともに、早期治療につな
げます。 

保健課 

４ 
健康づくり支援 

事業 

企業へ専門職等を派遣し、生活習慣病予防に向

けて健康意識の向上を目指します。 
保健課 

５ 
相談窓口、各種教
室、イベント等の周
知 

各企業と連携を強化し、様々な機会に相談窓
口、各種教室等の周知を図ります。 

保健課 

商工課 

  

勤労者・経営者の自殺の背景には、過労や職場の人間関係やパワハラ、仕事の失敗な

どがあります。 

田村市では男性「２０～３９歳」「４０～５９歳」有職同居者の自殺者割合が増加傾向にあ

ります。 

田村市では労働者が１９人以下の小規模事業所が９割以上を占めています。小規模事

業所では一般的にメンタルヘルス対策が取りづらい実態を踏まえて、関係機関と連携

し、市内の事業所に対して働きやすい職場づくりへの支援を行うとともに相談窓口の周

知、メンタルヘルス対策を推進するなど、自殺リスクの低減に取り組みます。 
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（９）生きる支援関連施策 

＜生きる支援関連施策一覧＞ 

自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らすことだけではなく、「生きることの促進要因」を

増やすための取り組みを行い、双方の取り組みを連携的に行うことで自殺リスクを低下させる方

向へ推進することが重要となります。 

このことを踏まえ、庁内の多様な既存事業を「生きることを支える取組」と位置づけ、より包括

的・全庁的にいのちを支える取り組みを推進していきます。 

 

事業名 事業内容 担当課・関連課 

メンタルヘルス対策
（ストレスチェック・メ
ンタルヘルス講習会） 

市民の自殺対策を推進するためには、その役割を担う
職員の心身面の健康保持も重要であることから、働き
やすい職場づくりや支援に努めます。 

総務課 

復興支援員事業 

復興に伴うコミュニティの再構築など地域力の再生、
維持、振興等を図ることを目的に支援員を設置するこ
とで居場所づくり、高齢者の見守り支援、ネットワーク
の強化につなげます。 

企画調整課 

高齢者の保健事業と
介護予防事業（ハイリ
スクアプローチ） 

生活習慣病の発症や重症化は、身体機能の低下や
QOL の低下を招き、自殺のリスクにつながることが
あります。 
発症予防、重症化予防に取り組むことで、QOL を維
持し生きることの包括的支援（自殺対策）の拡充を図
ります。 

市民課 

訪問指導 

保健師、栄養士、歯科衛生士等が家庭を訪問し、生活
習慣病予防、受診勧奨等必要な保健指導を行います。
当事者や家族と応対する機会を利用し、問題の早期発
見・早期対応へつなげます。 

市民課 

保健課 

こども未来課 

民生児童委員事務 

民生児童委員に担当区域内の住民の実態や福祉需要
を日常的に把握してもらうことで、困難を抱えている
人に早期に気づき、適切な相談機関につなげる役割
（ゲートキーパー）を担ってもらうことで、地域の見守
り体制の強化を図ります。 

社会福祉課 

DVに関する相談 

配偶者やパートナーから暴力を受けるという経験は、
自殺につながる可能性があります。 
相談の機会を提供し、庁内関係課、他の専門機関と連
携し解決に向けた支援を行います。 

社会福祉課 

ひきこもり支援 
ひきこもりに関する本人や家族への相談対応や、気軽
に出かけられる居場所づくり等、関係機関が連携し支
援します。 

社会福祉課 

子ども未来課 

保健課 

高齢福祉課 

障害者相談支援 
障害のある方やその家族が抱える様々な問題につい
て、相談支援専門員等が相談に応じ、必要な情報の提
供、支援を行うことでサービスの利用につなげます。 

社会福祉課 
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事業名 事業内容 担当課・関連課 

障害者虐待の対応（障
害者虐待に関する通
報・相談窓口の設置） 

虐待への対応を糸口に、当人や家族等、擁護者を支援
していくことで、背後にある様々な問題を察知し、適
切な支援先へとつなげていきます。 
田村市障害者虐待防止センターの周知啓発に努め、

虐待防止に向けた研修会を実施します。 

社会福祉課 

基幹相談支援センター
業務 

地域にある相談支援事業者での対応が困難な包括的
な相談や、虐待防止、成年後見制度に関する支援、さ
らには地域の相談支援専門の人材育成を行います。 

社会福祉課 

地域活動支援センター
運営 

障害のある方の居場所づくり、社会交流を支援するこ
とは、孤立・孤独対策につながります。障害のある方
等の生活を地域全体で支える体制整備を進めます。 

社会福祉課 

児童発達支援センター
運営 

障害のある子どもが安心して発達状態などに応じた
療育が受けられるよう、関係機関との連携を強化し支
援体制の充実を図ります。 
アドバイザーが自宅等を訪問し、保育や子どもへの対
応について助言を行うなど、保護者への支援の強化
に努めます。 

社会福祉課 

こども家庭センター 

にこたむ 

母子保健・児童福祉の両機能が連携し、妊娠期から子
育て期にわたる切れ目のない包括的支援を実施しま
す。また、関係機関との連携を強化しリスクを抱えた
子育て家庭の早期発見と支援につなげます。 

こども未来課 

母子健康手帳交付 

妊産婦健康診査 

妊娠中や産後はホルモンのバランスの変化により抑う
つ状態になりやすく、自殺のリスクが高まる危険があ
ります。母子健康手帳交付時に心の健康に関する情報
提供を行います。リスクが高い方には医療機関等と連
携し不安の軽減を図ります。 

こども未来課 

産後ケア事業 
出産後の育児不安や負担を軽減するため、支援の必
要な産婦及び乳児に日帰り及び宿泊による心身のケ
アや育児のサポート等を行います。 

こども未来課 

乳幼児健診 
乳幼児健診の際に、保健師、臨床心理士が保護者の悩
みや不安等の相談に対応し、関係機関と連携を図り、
育児不安の軽減と継続的な支援を行います。 

こども未来課 

子どもの発達相談会、
すくすく教室 

子どもの発達に関して専門家が相談に応じることで
母親の負担軽減を図ります。 

こども未来課 
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事業名 事業内容 担当課・関連課 

高齢者虐待対応 
相談窓口の周知や、地域包括支援センターなどの関係
機関と連携し、個別ケア会議等を実施し、虐待防止の
ための支援を行います。 

高齢福祉課 

就農状況相談事務 

新規就農から５年までの農業者を中心に、経営に関す
る相談を実施します。 
農業者から経営上の相談があった際に、農業分野の
専門家である田村農業普及所・福島県農業振興公社・
JA 等と連携して状況把握を行い、協力して課題解決
に当たることで農業者支援につなげます。 

農林課 

公営住宅家賃滞納整
理 

家賃滞納者の中には、生活面で深刻な問題を抱えて
いたり、困難な状況にあったりする可能性が高いこと
が想定されます。入居者の負担軽減のため関係機関
と連携し、相談対応、情報提供を実施します。 

都市計画課 

各教科、生徒指導・進
路指導及び健康安全
に関する事務 

問題行動を起こす児童生徒の中には、様々な問題を
抱え、自殺のリスクが高い可能性があります。 
相談窓口の周知、長期休業に向けた生徒指導の充実、
道徳科や体育科、理科などの教科における命に係わ
る学習を行います。 

学校教育課 

教育支援委員会 

特別な支援を要する児童生徒は、学校生活上で様々
な問題を抱える可能性が想定されます。関係機関が
連携し、児童生徒の状況に応じた支援をしたり、保護
者の相談に応じたりすることにより、児童生徒の困難
さや保護者の負担感の軽減を図ります。教育支援委
員会の審議結果をもとに、就学相談等を実施します。 

学校教育課 

教育相談及び適応指
導に関する事務 

様々な問題を抱えた児童生徒、保護者等が自殺リスク
を抱えている場合があります。学級満足度検査やいじ
めアンケート等により、教育相談を実施し、関係機関と
連携し、いじめや不登校の兆候の発見、早期対応を図
ります。 

学校教育課 

スクールソーシャルワ
ーカー活用事業 

スクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒や保
護者が抱えている様々な問題を解決するために学校
や関係機関と連携を図りながら対応、支援を行いま
す。 

学校教育課 

心の教室相談員の派
遣事業 

学校に行きづらいと思っている子どもたちにとって、
安心して過ごせる居場所をつくり、心の教室相談員に
よる様々な問題を抱えている児童生徒に対しての支
援を行います。 

学校教育課 

水道料金の賦課徴収
事務 

納入相談を随時受付し、生活が困難な方には関係機
関と連携し相談対応します。 

上下水道課 
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（10）数値目標 

① 基本施策 

 

No 指標項目 
現状値 
令和４ 

（2022）年度 

目標値 
令和 17 

（2035）年度 
備考（出典等） 

＜基本施策１ 地域におけるネットワークの強化＞    計画 P64～ 

１ 
健康づくり推進協議会開催 
の継続 

１回/年 1回以上/年 
会議で市の自殺
対策に関する協

議を実施 

＜基本施策２ 自殺対策を支える人材の育成       計画 P65～ 

２ 
ゲートキーパー 
研修開催回数の増加 

２回/年 ３回以上/年  

＜基本施策３ 住民への啓発と周知           計画 P66～ 

３ 
ストレスを処理できている人
の増加 

64.1% 70.0％ 
市民アンケート 

（成人） 

４ 
相談窓口を知っている人の増
加 

64.8% 70.0％ 
市民アンケート 

（成人） 

５ 

こころの病気を知っている人
の増加 

うつ病 
50.3％ 

65.0％ 
市民アンケート 

（成人） 

６ 
統合失調症 

22.0% 35.0％ 
市民アンケート 

（成人） 

７ 
睡眠で休養がとれている人の
増加 

69.6% 
80.0% 

※参考 県目標 
市民アンケート 

（成人） 

８ 
ゆったりとした気分で子ども 
と過ごせる時間がある保護者
の増加 

75.8％ 78.0％ 
すこやか親子 
21問診項目 

９ 
自殺予防週間/自殺対策強化
月間を知っている人の割合 
の増加 

37.8％ 66.0％ 

市民アンケート
（成人） 

「自殺予防週間」
「自殺対策強化月

間」の合計 

10 
ゲートキーパーを知っている
人の割合の増加 

5.9％ 
33.0％ 

＊３人に１人の
割合 

市民アンケート 
（成人） 

11 
心の健康セミナーで 
「よくわかった」「わかった」
と回答した人の割合の増加 

80.0％ 80.0％以上  
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No 指標項目 
現状値 
令和４ 

（2022）年度 

目標値 
令和 17 

（2035）年度 
備考（出典等） 

12 
心の健康、うつ予防に関する
リーフレット等配布部数の増
加 

1,230部 1,500部  

＜基本施策４ 自殺未遂者等への支援の充実       計画 P67～ 

13 
県中地域自殺対策連絡協議会
参加の継続 

１回/年 １回以上/年  

＜基本施策５ 自死遺族等への支援の充実        計画 P67～ 

14 
遺族等へのリーフレット配布
対象の拡大 

市民課・保健課 
窓口に設置 

全ての遺族に 
配布 

 

＜基本施策６ 児童生徒の SOS の出し方に関する教育  計画 P68～ 

15 
自分のことが好きな生徒の 
増加 

56.6％ 60.0％ 
市民アンケート 
（中学生） 

16 
ストレスや悩みを誰にも相談
しない生徒の減少 

25.0％ 20.0％ 
市民アンケート 
（中学生） 

17 
相談窓口を知っている生徒の 
増加 

61.3％ 65.0％ 
市民アンケート 
（中学生） 

18 
ストレス解消の方法を知って
いる生徒の増加 

− 65.0％ 
市民アンケート 
（中学生） 

19 
10代の心を守るための授業 
の継続 

市内中学校：６校 
高等学校：１校 

各 1 回ずつ 
現状維持  
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② 重点施策 

 

No 指標項目 
現状値 
令和４ 

（2022）年度 

目標値 
令和 17 

（2035）年度 
備考（出典等） 

＜重点施策１ 高齢者対策＞               計画 P70～ 

１ 運動サロンの実施場所の増加 51か所 60 か所  

２ 
いきいき健康サポーター数の
増加 

70人 80 人  

３ 
こころの健康相談利用者人数
の増加 

13人/年 20 人/年  

４ 相談相手がいる人の増加 62.9％ 75％ 
市民アンケート 

（成人） 

＜重点施策２ 生活困窮者対策＞             計画 P73～ 

５ 
生活困窮者自立支援事業の利
用により就労開始した件数の
増加 

４件 ８件  

６ 
地域職業相談室 
（ALPHA）の相談件数の増加 

2,554件 3,300件  

＜重点施策３ 勤労・経営者対策＞            計画 P74～ 

７ 
働く世代のメンタルヘルス実
施回数の維持 

７回 現状維持  

＊出典がアンケートの現状値は、令和４(2022)年 

＜評価方法＞ 

 基本施策、重点施策、生きる支援関連施策について毎年進捗状況を確認します。 

数値目標項目の出典が市民アンケートの項目については、次回アンケート調査実施の

際に現状値（令和４(2022)年）と比較し評価します。 

 

 

 

 

 

  



 

80 

第５章 

計画の推進と評価  

１．計画の推進体制 

健康は、個人の力だけではなく、地域や学校など環境要因によって成り立っています。心身共に健

康な生活を送るためには、家庭、地域、学校、職場、行政が連携し取り組むことが不可欠です。 

 

（１）市民の役割 

健康づくりには、個人の努力と実践が基本になりますが、個人の行動や生活習慣は、地域社会や自

然環境に影響されるため、自分のライフスタイルに合わせ健康的な生活習慣を実践し改善することが

必要です。 

また、自分の住む地域に関心を深め、自主的に地域活動に参加することも大切です。 

 

（２）家庭の役割 

家庭は、個人の生活の基盤であり健康を維持するための食事や休養をとる大切な場所です。 

また、健康の重要性や食生活の大切さについて学習する場所でもあり、乳幼児期から健康的な生

活習慣を身につけるための重要な役割があります。 

 

（３）地域の役割 

健康は、個人や家庭だけでなく、地域の慣習や社会の仕組みにより影響されます。地域の健康問題

を明らかにし、環境を改善することによって、より健康的な地域づくりが求められます。 

市が設置する、母子保健推進員、いきいき健康サポーターの活動や食生活改善推進協議会など、

地区組織のさらなる活動の推進や相互の協力体制を強化することが大切です。 

 

（４）学校の役割 

生涯を通じて自らの健康を管理していく知識を身につけ、行動できる力を培うため、健康につい

て学習する機会をつくることが重要です。 

また、成長過程にある子どもの健康を守るためには、学校、家庭、地域の連携と協力が大切です。 
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（５）職場の役割 

個人の健康には、労働環境や職場内のコミュニケーションが大きく影響しています。企業は、構成

員の健康を維持増進するため、労働環境の改善など産業保健の向上を図ることが重要です。 

 

（６）医療関係者の役割 

医師、歯科医師、薬剤師などの医療関係者は、病気の治療はもとより、病気の発症や重症化予防の

観点からも市が実施する各種健康診査、健康教育事業等において専門的見地から正しい知識の普及

や指導を行うことが、大きな役割として期待されます。 

特に生活習慣病の予防、感染症の予防等においては、かかりつけ医としての地元医療機関の協力

は大変重要です。 

 

（７）行政の役割 

市民の健康を守ることは、行政の最も重要な使命であり、計画的に市民の健康の維持増進を推進

していく責任をもっています。 

健康づくりの目標設定や目標達成までの過程及び実施まで、関係機関や団体などと協働できる仕

組みづくりを推進しています。 

 

 

 

２．計画の進行管理 

本計画の効果的推進のために、ＰＤＣＡサイクルに基づき進行管理に努めます。 

庁内組織で年次実施状況を確認し「田村市健康づくり推進協議会」に進捗状況を報告し、意見を聞

き、必要に応じて見直しを図ります。 
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第６章 

資料編  

１．策定経過 

 

期日 会議名等 内容 

令和５年 

10 月 12 日 
第１回 田村市健康づくり推進協議会 

・第二次田村市健康増進計画改定版の 

評価概要の確認 

・第三次田村市健康増進計画の策定 

スケジュールの確認、検討 

・令和５年度保健事業計画の概要の確認 

令和５年 

11 月１日～ 

11 月 13 日 

市民アンケートの実施 

令和５年 

12 月 21 日 
第２回 田村市健康づくり推進協議会 

・市民アンケート結果の確認、検討 

・第二次田村市健康増進計画の評価結果

の確認、検討 

・第三次田村市健康増進計画骨子案の検討 

令和６年 

２月 19 日～ 

３月 1 日 

パブリックコメントの実施 

令和６年 

３月 21 日 
第３回 田村市健康づくり推進協議会 ・第三次田村市健康増進計画案の検討 
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２．委員名簿 

 

区分 所属 氏名 

１号委員 

（関係行政機関の職員） 
福島県県中保健福祉事務所 笹 原 賢 司 

２号委員 

（保健医療機関団体の

代表者） 

田村市国民健康保険運営協議会 佐 藤 吉 清 

田村市いきいき健康サポーター 渡 辺 起己子 

田村市母子保健推進員 佐 藤 美江子 

３号委員 

（衛生組織等の代表者） 
田村市食生活改善推進協議会 渡 邉 春 子 

４号委員 

（学識経験者） 

一般社団法人 田村医師会 青 山 庸 二 

田村歯科医師会 土 屋 敬 三 

田村薬剤師会 管 野 裕 子 

５号委員 

（その他） 

田村市連合会 助 川 庄 藏 

田村市民生児童委員連絡協議会 松 嵜 ケイ子 

田村市老人クラブ連合会 村 上   司 

田村市ＰＴＡ連合会 村 上 タイ子 

田村市商工会連絡協議会 白 石 利 夫 

社会福祉法人 

田村市社会福祉協議会 
助 川 俊 光 

JA 福島さくら たむら統括センター 神 山 布 久 
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